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労
骨
法
に
お
吋
る
公
法
上
の
義
務

は

じ

め

に

い
は
令
解
釈
を
山
、
£
判
例
e

苅
説
へ
の
疑
問

l 

平
副
刊
宅
内
容
の
注
い
と
主
視
す
べ
き
で
は
な
い

〆ι4 

俺
町
市
右
の
日
務
H
円
杉
山
」
ム
川
町
立
誌
で
は
な
い

公
山
1
主
我
山
初
心
付
俄
判
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国
体
！
く
取
札
ん
枠
L

労
川
町
安
口
会
心
川
以
前
九
乙
「

ワ

除
外
ぷ
疋
乙
Mr
［
内
子
生
手
当
の
！
文
払
表
的
努

四

士
号
令
怖
い
る
j

厄
m
J
K定
法
L

日
以
一
り
茶
梢

十
「
同
伊
鈴

C
M
M惟
出
品
い
い
i
F
L
E
一
心
開
ノ
勺
征
保
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紘
一
一
肘
市
町
足
手
ヘ
義
務
と
そ
の
い
山
内
包
括

、Y
山

市

J

ム
Jノ
ヲ
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こ
れ
は
川
半
訟
で
は
は
J

」
。
昭
和
六

ιー
の
法
改
ア
忙

（
司
ハ
リ
九
月

で
ー
便
泊
者
は
、
結

I
九
条
第
一
現
お
ら
第
一
一
一
泊
（
ま
で
の
胤
定

ιよ
る
右

六
日
法
や
第
九
九
号
、
六
一
一
年
i

四
九
川
施
／
な
に
よ
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万
働
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川
準
法
か
そ
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町
叫

｛
呪
行

:ii 
3乙f
河℃

ハ
久
本
」

典

日
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給
体
椴
を
一
攻
作
し
た
労
F
創
立

τに
対
い
で
、
立
会
の
減
針
そ
の
他
小
利
v
わ
な
攻
ぬ
い
を
し
必
い
よ
う
に
、
ど
拙
け
れ
ば
な
ら
＆
い
」
J

）規
r
t

ー
に

ι～
／
｝
さ
い

の
は
、
」
心
一
一
ユ
に
あ
コ
た

た
1

J

か
に
、
そ
れ
ま
で
に
ー
も
、
事
業
間
以
J

コ
一
明
書
規
程
二
t
止
条
の
ふ
第
叫
慌
の
「
で
？
に
、
「
汚
水
及
び
汚
物
は
、
寝
｛
半
、
丘
科
一
V
1

及
び

炊
宇
場
内
川
ら
陥
川
市
さ
孔
た
｛
止
の
場
所
に
お
い
て
露
出
し
な
い
】
で
つ
に

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
へ
昭
利
一

O
J止
一

μ
4日
労
働
省
令

節
h
号
に
よ
り
追
加
）
と
f
札
口
町
小
人
労
椴
滞
日
除
法
令
は
あ
っ
に
ハ
ま
々
、
短
府
川
｛
均
術
｝
を
一
失
じ
な
い
よ
う
に

L
な
け
れ
ば
な
う
ぽ

A

説
ム
は
し
な
レ
よ
「
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

レ
－
と
い
コ
た
」
～
勺
に
こ

淀
川
し
な
い
よ
う
に
し

れ
と
は
日
付
仰
の
表
呪
を
弔
し
い
q

八
ハ
〉
久
本
む
と
第
四
一
取
、
一
八

は
、
地
1

門
川
口
治
法

条
六
項

条
い
の
二
位
公
一
項
）

や
、
地
力
悦

ほ
二
四
七
条
下
点
、

田
市
竹
川
刊
条
一
一
川
官
、
宗
教
法
人
伝

を
は
じ
め
と
し
て
、
域
大
ー
で
も
唱
当
数
存
立
す
る
〔
じ
こ
」

二
八
条
h

一町、）

に
日
本
ば
と
し
て
の
泣
和
惑
は
あ
忍
り
感
じ
ら
れ
な
い
へ

他
方
、
円
に
ふ
ん
一
労
働
基
準
伝
の
規
定
の
場
合
、
「
不
刊
νは
な
取
扱
い
ヤ
し
と
は
な
ら
な
い
」
と
立
て
は
強
く
い
え
な
い
も
の
の
、

「
不
利
誌
な
取
扱
ζ

し
な
い
工
う
に
労
め
な
け
れ
ば
日
、
り
な
い
」
て
は
弱
す
ダ
る
と
考
え
た
斗
返
上
口

（
法
制
山
村
絞
）
が
、

禁
止
規
定
と

努
ト
り
さ
務
規
心
の
－
1
同
を
狙
ワ
て
「
不
利
U
1
3ば
扱
い
な
い
な
し
よ
う
に
〕
な
け
れ
ば
宇
り
ん
d

い

r
の
表
現
を
ひ
ね
ゎ
出
、
以
介
」
と

は
容
易
い
想
後
で
き
る
、
市
υ

か

L
、
円
A
訟
と
〕
て
は
と
こ
す
午
、
J
V

つ
く
り
と
こ
た
い
し
午
、
れ
が
ト
人
力
の
感
却
で
あ
ろ
〉
、
V

労
政
基
準
法
一
一
四
条
が
、
使
用
者
は
年
次
高
給
什
仲
間
A
h
r
一
収
作
し
た
労
働
者
に
利
し
て
行
民
八
、
の
減
九
閉
そ
の
他
ポ
利
詰
な
伐
材
川
い
を

ー
〕
な
い
で
つ
に
し
な
け
れ
ば

k
hな
い
と
鋭
之
し
て
い
る
こ
ζ

か

加
民
一
同
一
者
が
、
従
業
員
の
品
川
町
ム
す
の
ず
れ
下
を
防
ゴ
す
る
等

の制一
U

古、コ、

午
次
有
給
体
院
の
取
符
を
何
ら
か
の
結
済
的
不
列
任
／
一
結

υ吋
げ
る
官
山
中
一
採
る
こ
に
は
、

そ
の
経
r
p
I
f
のム
h

述
性
J
V
F｝

是
認

c
pる
場
合
で
あ
っ
ず
も
、
さ
き
る
だ
け
避
け
る
へ
き
で
あ
る
こ

2
は
、
ろ
ま
で
？
も
な

ρ
析
、
ム
わ
り
規
定
は
、
そ
札
円
門
体
乙
7
L
て

は
、
油
入
川
刑
者
刀
努
力
義
務
主
止
め
た
も
の
で
主
っ
て
、
山
r
M
問
者
の
年
次
有
給
休
取
り
取
得
h
V
F

一
進
出
と
す
る
小
引
益
取
扱

w
U
弘
法
ム
の
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効
府
主
γ

小門ぷ」
T
る
ま
で
の
効
［
ド
ア
ピ
十
一
ず
る
も
の
ζ

は
解
さ
れ
な
し
。
ま
た
、
布
の
子
、
ノ
必
借
亙
は
、
ヰ
次
吉
川
袷
H
m
F
哨
古
川
山
内
円
、

μrvy儲一

犬
小
南
法
一
九
年
、
幻
消
神
に
ハ
八
日
わ
仕
い
rEを
有
す
る
ご
〆
」
は
ヘ
去
に
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趨
日
、

日
的
、
労
働
者
が
失
う
笥
ば
的
利
「
心
の
程
凶
具
、
｛
リ
次
士
r凡
一
川
一
休
ね
の
円
以
刊
に
汁

7
2下
主
」
L
の
抑
止
力
の
け
問
弱
等
諸
般
の
事
情
を
必
何
台
し

て
、
年
次

H
給
体
院
が
取
制
作
す
る
潅
剖
刊
の
行
使
J

い
と
抑
制
し
、
ひ
ど
に
は
日
法
向
J

労
鮒
者
に
十
七
権
刈
刊
を
保
障
し
た
泊
旨
を
実
質
的
に
た
わ

せ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
白
い
限
り
、
公
以
に
反
し
て
無
効
／
一
な
司
令
乙
一
α
る
こ
〆
｝
は
で
き
注
い
と
解
す
る
の
が
拒
！
」
で
あ
る
B
U

以
前
裁
は
、

J

む
よ
う
に
述
べ
る

わ
い
氏
集
叫
ヒ
ノ
仏
7

ハロ勺…
1
4
入
れ
れ
れ
）
が
、
労
力

｛
沼
ヂ
交
通
宅
相
什
H
H収

パ
什
判
リ
I
成

b

・六

義
務
山
胤
で
で
丸
る
と
判
断
し
た
以
H

、
こ
れ
に
弘
法
上
ハ
プ
切
か
ま

3
北
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
唱
の
は
叶
然
で
た
る
η

心
だ
、
こ
の
こ
と

が
柁
川
者
心
行
為
（
除
却
刊
行
h
A
d

ー
で
は
ι
凶
ち
に
白
川
一
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
と
同
様
、
禁
！
日
規
乏
と
い
う
私
故
中
絞

r

と
っ
た
と
し
J

も

当
該
規
定
に
違
反
す
る
妓
瓜
読
の
行
I
A
1小
川
川
効

L
Gる
と
い
え
る
ほ
ど

寸
＝
nr屯
C
手
記
、

；

l
t
i
l
t－
J
L
 

よ佑ん
υを
畑
一
析
し
七
解
釈
は
も
と
と
り
汗
さ
れ
な
い
？
と
は
い
え
、
義
務
規
定
M
J
U
支
A
義
務
ぽ
定
か
と
い
っ
た
」
広
令
の
体
裁
が
す
べ
て
か
ら

決
め
る
と
即
断
す
る
と
と
に
も
問
題
は
あ
る
勺
し
か
f
J

、
ム
パ
ム
ハ
い
の
内
び
が
事
実
！
靴
店
附
さ
れ
る
こ
と
戸
治
め
れ
ば
、
そ
の
体
裁
を
過
炭
山

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

霊
山
仇
〕
た
短
絡
的
な
見
方
が
勢
い
を
作
る
ミ
と
も
あ
る
r

以
卜
に
み
る
よ
ょ
に
、
ユ
れ
が
羽
交
な
の
ご
あ
る
r

ぽ
令
解
釈
を
め
ど
る
河
例
・
通
v泌
へ
の
疑
問

規
定
内
容
の
違
い
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い

取
川
両
裁
は
、
出
防
止
i
が
九
／
ノ
ル
川
以
上
あ
る
日
～
乙
合
員
与
の
λ

給
民
件
以
〕
守
し
て
規
定
し
た
就
業
規
則
条
頃
の
品
川
力
等
が
午
、
わ
れ
ト
、
長
近

八
四
r
u
ロ勺

、
宗
明
ー
ア
ヨ
宇
れ
リ
恥
一
小
判
し
半
以
一

h

ノL

H ，、
～J 

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
決
ぺ
る
U

H
3
5
 

ー
と
ム
日

の
ケ
i
ス

本
竹
川
九
円
一
五
条
項
ぽ
、
山
万
間
草
川
卓
I
J仏
T

ヘ
止
条
て
石
川
ぬ
ら
れ
た
産
山
川
足
後
体
来
V
取
る
権
引
は
札
口
育
問
休
業
法
一
〈
）
条
土
台
父
、
打
て
h
H川ん
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休
戦
単
科
で
心
め
つ
れ
に
勤
務
時
闘
の
短
縮
撚
宍
を
訂
ぷ
ぃ
得
る
法
的
利
v
ピ
に
基
つ
く
小
就
労
F
ど
へ
P

一
め
て
山
践
出
ー
を
算
定
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
労
働
基
河
ナ
、
六
五
条
及
び
育
児
休
業
法
〈
U

条
の
叩
明
日
に
照
ら
す
仁
、
こ
れ
に
亡
ソ
上
記
権
利
H
J
の
行
伎
を
抑
制
し
、

ひ
い
亡
は
分
鳴
弘
昨
法
M
J
カ
ト
記
怪
利
等
を
保
障
し
た
ふ
I
H
J
V
一
実
質
的
に
失
わ
け
」
る
も
の
r
一一訟いり

J
れ
る
場
合
に
限
り
、
公
山
げ
に
反
す
J

る
も
の
と
し
て
川
効
と
な
る
〆
｝
併
す
る
の
が
相
当
で
ふ
め
る
l
n

、」の
yi次
に
h
h
て
は
、

先
は
み
た
沼
片
ぃ
父
、
庁
事
れ
仕
今
日
ト
J

一
一
作
の
刈
前
日
引
用
六
れ
て

法人
μ
に
ふ
る
権
利
が
隠
し
守
の
初
日

を
実
質
的
に
欠
わ
せ
る
か
ど
う
か

zr八
九
亭
淀
イ
反
の
Jkr巾Y

一
、
弘
法
一
一
心
効
力
の
有
無
）

ハV
刊
針
葉
準
と
す
る
判
例
の
考
え
方
は
、
も
は
や

確
山
し
た
も
わ
と
い
う
w

一
と
か
で
き
る
し

本
川
け
で
同
種
2
汁切っ一人一仲間
v
防
長
休
業
の
取
得
E

h

は
育
児
休
業
rL
代
わ
る
勤
務

J

h

、

L
古

1

時
間
（
り
～
対
日
相
折
青
に
つ
い
て
は
、

を
mv
い
ず
れ
に
民
L
て
も
、

～
巾
ド
成
！
ハ
』
L
J
（
f
ト
い
町
）

に
は
、
柁
川
者
に
よ
る

少
な
く
と
も
事
件
当
時

不
利
パ
川
取
扱
い
一
中
一
ぶ
一
千
日
L
す
に
は
だ
は
お
ろ
か
、
ぞ
う
し
た
小
引
採
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
、

使
川
苔
に
努
刀
義
的
引
を
叩
流
し
た
い
府
以
さ
え

七
月

J
4
し
て
い
な
か
っ
1
1
1
い
つ
事
7、
九
も
、
品
川
い
れ
臼
士
山
げ
る
必
民
が
め
る
つ

攻
r
仕
の
守
口
門
ん
・
介
護
休
業
法
一
つ
条
は
「
事
業
主
は
、
労
問
者
口
三
円
叫
ん
休
業
中
山
l

を
い
、
又
は
育
民
休
業
そ
し
た
こ
と
を
町
作
土
し

亡
、
当
該
公
儀
担
に
一
刻
、
〆
て
解
一
一
一
の
他
不
利
低
な
攻
扱
い
な
し
て
は
な
ら
な
い

て
い
る
が
ボ
件
当
時
の
古
川
休
一
戸
法

は
豆
一
立
九
立
は
、
労
働
乏
が
休
業
い
い
山
山
J
b
v
r
t
p
人
は
ん
日
目
h

休日
d
R
J
之
、
「
人
工
）
心
ハ
一
回
汁
と

J

て
、
山
一
I
F
労
働
立
合
併
一
一
ャ
る
こ
と
が
で
き

主
い
L

（
川
二
条
）

L

一
定
め
、
白
円
児
休
業
に
つ
い
て
生
前
怪
の
み
を
禁
ず
る
も
の
に
こ
シ
ま
っ
て
い
た
J

こ
れ
が
沢
利
益
絞
扱
い
判
中
小
止
川
河
ん
止
に
改
め

y
fれ
る
の
は
、

r

去
二
可
の
育
児
a

介
護
休
業
法
改
五

（叶川和
L
j

月
一
ハ
huh
作
片
い
お

八
号
、
日
は
施
行
）
以
降
の
こ
エ
で
あ
り
、
日
係
一
け
主
将
は
産
川
選
後
休
業
に
つ
い
て
も
ム
ら
れ
る
n

つ
ま
り
、
芹
前
広
後
休
業

の
請
求
・
取
ι行
会
一
珂
山
刊
と
す
る
解
一
援
に
加
え
、
そ
の
他
心
不
列
バ
恥
扱
い
が
法
律
上
禁
止
さ
れ
る
す
つ
に
な
っ
に
の
は
、
こ
れ
ナ
J

J
も

さ
ら
に

ー
成
八
年

u
男
k
庭
用
機
会
均
等
法
の
改
正

、
川
川
年
ー
ハ
月
一
一
円
法
律
第
一
八
一
サ
、
引
さ
ん
午
引
当
月
ム
日
υ
山施行一
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代
げ
た
な
け
れ
ば
な
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る

の
川
八
九
千
二
市
川
こ
況
行
九
条
一
羽
生
比
較
半
世
間
）
じ

他
方
、
本
件
ド
件
当
時
の
官
民
休
業
作
ー
え
そ
の
一
一
心
条
で
背
U

児
休
業
に
代
わ
る
致
品
川
時
潤
の
短
絡
等
の
比
十
い
凶
行
を
事
業
エ
の
義
務
と

、J
て
川
胤
た
し
て
い
七
が
、
そ
の
内
容
は
「
事
仲
宗
主
は
、
そ
の
一
履
い
竺

3
0労
働
者
（
F
h
u

々
履
い
附
さ
れ
る
者
十
除
く
〉

U
下、
L

の
久
市
及
べ
二
次

糸
f
h
げ
h

h

ね
い
て
ゴ
叶
γ
レ
U
）

心
事
ー
や
っ
、
そ
心
設
に
満
た
な
い

f
を
交
ム
げ
す
る
労
働
者
で
代
門
川
休
業
を
L
な
い
も
心
に
当
L
て
、
労
働
省
令

円、定け炉
V

Q

Y
ご
｝
ろ
に
よ
れ
、
労
働
者
の
山
甲
山
に
長
づ
く
勤
務
時
間
の
短
給
与
の
仙
の
当
該
労
術
者
が
就
業
し
つ
コ
て
の
pyを
芸
育
ず
る

こ
と
を
い
作
μ叫
に
す
る
わ
め
の
措
間
を
＃
じ
な
け
れ
ば
な
ら
云
し
と
た
め
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
宇
業
ム
下
に
対
1
て
こ
の
よ
～
勺
な
荊
置

を
講
じ
る
よ
う
請
求
す
る
p

杭
礼
士
、
労
！
問
者
に
人
肌
接
認
め
と
も
の
ー
は
な
お
っ
べ

こ
沿
っ
し
た
、
、
仏
ιー
の
現
定
的
い
容
は
、
現
と
の
育
児
介
護
休
業
日
以

一
条
一
頃
）
に
お
い
て
も
恭
本
的
に
維
持
き
れ
て

時
間
の
一
H
A
m
専
の
杓
怖
に
つ
い
て
は
中
i
J凶
批
判

R
c
r
h本
泣
い
し
利
市
ど
川
内
山
と
す
る
小
利
採
取
扱
い
に
戸
及
L
た
規
定
を
依
然
J
L

と
欠
い
た
ま
ま
、
判
抗
弁
二
玉
三
、
い
る
ハ

こ
の
よ
号
之
、
差
別
主
絞
休
業
や
勤
務
時
間
の
迂
術
情
f

山
に
つ
い
て
は
、
不
利
読
取
扱
い
を
然
止

IF
句
、
事
業
王
の
努
汀
義
務
と

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

、J
て
こ
れ
を
防
ド
ゲ
る
規
定
を
設
け
な
い
ミ
ζ

が
過
？
ぶ
士
た
は
現
在
に
ふ
お
け
る
x
J

法
苫
↓
の
玄
巴
で
め
「
介
と
考
之
、
り
れ
る
が
、
裁
判
所

は
こ
れ
ま
で
、
ご
う
、
ど
に
法
九

H
J－
法
者
の
意
思
な
考
慮
せ
ず
に
、
そ
の
判
断
町
行
っ
て
き
l

心
、
と
い
え
る
c

た
1
f
p
H
h
、
権
利
保
障
守
の
部
ヒ
国
人
乞
実
質
的
に
失
わ
け
る
か
ど
う
か
を
も
三
千
っ
そ
の
判
断
立
法
と
一
j

る
判
的
の
号
、
え
方
は
、

E
わ
か
h
h
I
「
い
と
は
い
う
も
の
の
、
て
れ
で
は
fm
利
辻
川
政
汲
い
の
禁
土
規
公
、
努
力
義
務
胤
え
を
法
人
い
に
信
ノ
＼
旨
味
が
仕
く
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
の

に
も
等
L
い
姿
勢
を
裁
14出
が
と
る
、
｝
乙
は
、
淫
－
ん
罰
が
一
日
｝
恨
の
最
高
機
湾
L

で
d

め
る
こ
に

四
条
）
」
／
与
え
て
も
、
決
し
ζ
却
ま
し
ど
一
と
で
は
な
い
。
守
円
に
お
J

て
も
、
不
刊
誌
取
扱
J

が
明
z

人
を
以
て
粂
J
U
さ
れ
て
ド
司
令

か
γ
心
J

か
と
い
う
点
で
、
同
前
R
Aザ
ル
小
川
浪
や
百
川
沿
介
一
点
休
業
と
劫
務
問
慌
の
わ
以
紘
抗
日
向
と
の
慌
に
は
明
停
な
泣
い
が
弘
司
令
し
そ
う
し
た

動
汚1:Jjj 
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場
い
に
い
y
こ
士
で
じ
pf
配
る
の
か

」
の
ミ
と
い
デ
ム
寸
、

決
刊
川
に
は
問
わ
れ
己
い
る
と
し
え
よ
う
、

2 

使
用
者
の
義
務
私
法
上
の
義
務
で
は
な
い

ノ
化
に
九
J
J

平
成
一
八
午
心
件
、
改
正
に
よ
れ
、
持
久
原
用
絞
会
均
等
法
は
、
そ
－
d
六
朱
戸
、
以
一
、
日
一

」
と
に
仕
る
。

第
z
ハ
条

事
業
主
は

る
事
項
に
つ
二
｛
、
、
け
い
ぷ
術
者
の
性
別
を
沖
山
ζ

し
て
、
宗
別
的
取
ぬ
い
を
し
て
は
日
ら
ば
い
U

労
働
者
心
配
阿
（
業
務
の
洋
沿
及
ひ
権
限
の
付
子
ぜ
ん
丙
む
υ
J

、
計
進
、
持
格
及
び
教
育
訓
練

内
I
J
4
2
ん
立
〈
守
口
一
貸
付
行
そ
の
ハ
也
、
ア
れ
に
咋
－

rる
U
E
A
L
同
ワ
刈
つ
の
市
置
で
丸
山
っ
て
同
店
パ
ー
労
働
省
令
で
ど
め
る
も
の

労
働
者
心
杭
樟
及
び
雇
川
市
配
中
唱
の
変
更

l'C 

明
市
恥
の
川
削
い
持
、
～
t
h
M人
び
服
店
並
び
に
労
働
契
約

ポ
ー
条
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
乞
強
行
認
定
一
私
必
i
u効
力
規
定
J

l

y

」
解
す
る
の
が
通
説
と
い
え
る
が
、
本
当
に
そ
う
い
え
る
の
か
、

主
者
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
「
Vγ
ノ
別
的
収
扱
い
と
い
て
林
一
い
止
さ
れ
る
事
項
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
広
い
か
ら
で
あ
る
J

禁
止
事
ポ
（
U

範
川
凶
が
広
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
法
的
ピ
子
れ
を
強
制

T
る
二
と
は
岡
部
ー
に
な
る
一

そ
の
好
例
〉
い
さ
q
J
M

のけ小
1

仙
川
川
町
若
は
、
ぃ
K
鉱

九
九
古
川
に
す
勺
酸
化
皇
子
、
甲
骨
一
慌
に
h
’m
－
J
／
一
汚
溺
去
の
労
間
条
件
に
つ
い
亡
、

ら
の
若
」
が
勺
一
誠

際
化
炭
素
汁
存
症
に
か
し
m’
っ
た
者

と
あ
る
こ
乙
を
域
間
子
て
一
切
り
恒
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
仕
り
な
い
乙
定
め
る
「
炭
鉱
災
d

古
に
よ
る

～
俗
化
炭
糸
中
毒
症
に
同

ず
る
特
別
作
霊
法
L

四
条
町
一
J

川
崎
｛
む
と
為
る
。

一
切
り
JLJ
別
的
取
扱
い
zゼ

L
て
は
ぽ
ら
な
と
こ
の
定
め
は
、
川
七
規
定
ζ

し
て
の
意
味
は
持
一
ノ
川
れ
で
も
、
て
れ
1
1

一
ト
の
意
味
は

一C
一

ね
た
白
い
。
均
ん
寸
法
六
粂
（
U
場
台
、
こ
J
ま
で
布
判
明
白
川
尻
ハ
止
で
は
は
け
も
の
の
、
リ
リ
例
の
日
可
制
J
V
－
丞
じ
て
ヘ
う
ど
日
反
と
（
U
1
3断
か
確

υ

［
て
レ
司
令
市
ぺ
た
別
1
4年
制
皆
JJEArき、

そ
、
一
に
抱
一
け
ら
れ
と
れ
一
示
止
弔
電
一
の
す
べ
て
を
性
別
乞
進
出
と
す
る
と
い
う
た
ど
で
畑
効
と
ず
る
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」
と
に
は
畑
山
聞
が
あ
る
に
え
と
、
え
か
は

f

久
性
労
僑
ヌ
に
つ
い
て
は

原
則
と
、
〆
て
深
夜
に
わ
た
る
一
式
務
に
目
配
同
汁

F
、
リ
世
間
地
へ
の

肘
転
を
「
れ
わ
な
い
、
と
い
〉
三
均
分
を
労
使
で
絞
り
？
札
め
る
川
山
山
花
性
は
羽
作
そ
も
ヘ
刀
に
あ
る
，
て
の
士
、
／
な
続
決
め
ま
と
、

反
中
、
連
山
に
店
、
一
に
年
対
一
訴
え
る
の
は
、

じ
さ
過
ぎ
、
U

一
い
う
ほ
か
は
な
い
。

均
川
寸
法
に
は
、
仙
叫
L
V
Lー
一
辺
早
こ
し
て

紛
争
の
解
決
」
に
つ
い
と
規
定
し
ー
た
第
一
一
デ
レ
設
け
ら
れ
て
お
れ
、
開
法
判
原
労
働
問
ド
だ
ー

よ
る
劫
寸
φ

舟
尋
・
社
告
一
け
ほ
古
、
紛
争
説
整
X
久
山
司
会
に
よ
る
凶
作
乙
い
う
行
政
m
A
D
R
が
引
4

息
さ
れ
て
い
る
。
日
一
法
六
条
に
列
挙

さ
れ
ら
一
系
出
町
取
扱
い
に
つ
い
、
ご
も
、

T
ー
し
た
紛
予
解
決
γ
ス
一
「
ノ
ム
を
疋
じ
て

川
市
止
の
十
人
効
を
判
る
こ
と
が
本
来
は
同
ま
し
レ

茶
店
計
取
扱
い
と
は
レ
っ
て
も
、
法
げ
行
為
で
は
一
子
士
、
長
ヌ
h
為
に
議
叶
ム
す
る
行
中
八
三
J

少
子
ー
、
、
な
レ
日
」
し
し

hv
考
と
れ
ば
、
な
お
さ
ら

で
な
り
ゴ
ム
旬
J

ヱ
芹
別
的
取
扱
い
の
事
例
を
列
宇
じ
た
大
凶
告
が
で
J
F
r

る

「
労
倒
A
す
に
付
す
る
件
別
一
を
瑳
止
し
f

一
「
る
f

片
別
の
染
ー
リ
等
に
閉
山
す
る
技
ど
に

定
め
る
宅
取
に
悶
し
、
事
長
ー
が
適
切
山
し
ド
ザ
処
ず
る
え
め
、
U

品
川
計
」
へ
し
半
成
一
八
肘
コ
け
一

ゴ
U
U

寸
斗
ー
、
労
働
常
々
不
μ
千
八
一
凶
η
ニ

で
も
、
与
の
判
断
に
h

攻
お
と
知
る
若
の
上
叫
品
川
剖
が
必
安
な
こ
と
が
わ
し
ア
る
。
こ
の
よ
う
に
庁
依
貯
な
判
阿
を
あ
げ
て
裁
判
所
山

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

妥
ね
る
こ
乙
は
、
お
よ
そ
小
川
従
と
い
号
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
ο

行
政
刊
号
A
U
R
L
よ
る
紛
与
解
決
ン
ス
下
品
目
、
平
成

一
、
リ
年
川
月

げ
に
施
行
さ
れ
た
改
王
パ
7

ト
タ
イ
ム
労
品
川
法
に
お
い
J
L
J
U

均
等
法
に
倣
う
形
で
w

」
れ
が
採
同
き
れ
て
お
り

〈
同
法
第
判
章
を
ふ
ノ
出
）
、
次
の
よ
う
に
胤
（
止
す
る
司
法
二
一
条

日
こ
コ

j
ζ
L一

E

l

L

－
4
 

与
こ
と
事
丘
一
五
子
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
J

な

い

と

泊
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
布
進
「
る
た
め
の
桁
凶
行
は
、
草
川
本
的
に
は

こ
の
仁
政
型
A
D
E
に
よ
る
履
行
確
保
J
V
と
川
提
；
」

L
に
も
の
？
兵
ソ
え
て
よ
い
。

一
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
、

第
一
二
条

事
業
主
ぽ
、
通
常
心
労
働
者
へ
の
転
換
寸
乞
州
選
す
る
た
吟
、
そ
の
一
疋
羽
す
る
続
時
前
労
働
者
に
つ
い
て
、
次
u
b
H
号
わ
い

H
G
違
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ず
れ
か
心
情
青
を
諮
れ
J

な
け
れ
ば
な
ら
な
し
い
し

己
向
日
常
の
労
働
有
の
市
川
集
合
い
も
う
場
甘
に
お
い
て
、
山
ゴ
一
政
募
集
に
係
る
事
栄
一
昨
に
い
料
不
づ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
蓄
が
従
事

γ

へそ
L

朱
務
の
7

一
料
、
賃
金
、
労
鳴
時
閣
J

の
仙
の
ωづ
抜
本
松
長
に
係
る
事
的
、
配
当
、
一
事
業
所
に
お
い
て
早
月
十
匂
一
問
時
間
労
働
者
ピ

周
知
す
る
目
、
と
。

iJ常
の
川
山
刀
叫
配
者
心
配
置
な
新
た
げ
い
行
、
つ
場
ハ
じ
に
お
い
て
、
吋
つ
が
配
置
の
〆
九
六
一
笠
を
中
し
阿
る
機
会
を
当
該
脱
出
に
係
る
事
業
所
げ
い

お
司
て
区
用
い
り
る
短
時
前
労
働
者
に
汁
L
三
ソ
え
る
こ
と
し

一
む
の
資
格
デ
↓
有
す
る
一
日
時
前
労
働
者
主
対
象
と
し
た
述
怖
心
労
働
者
へ
の
恥
換
の
と
め

一
｝
と
干
の
也

の
同
一
常
mv
心
ん
働
者
へ
の
一
弦
換
を
推
進
す
る
た
め
の
は
川
！
也
古
講
ず
る
こ
と
v

つ

E与
た
し
か
川
、
表
誇
規
定
の
仕
仲
裁
ピ
L
Y

つ
え
い
る
と
は
い
ふ
も
の
の
、
そ
れ
は
私
以
上
の
義
務
ま
で
事
長
王
に
叫
干
し
に
も
り
て
は
な
い

一
し
に
げ
か
つ
て
、
短
時
間
労
働
者
弘
ゐ
！
該
長
同
校
の
夜
行
を
事
業
ム
下
二
議

t
fる
こ
と
は
で
き
な
い
っ
そ
こ
に
滋
定
さ
れ
た
事
業
王
（
U

義
務
は
、
あ
く
ま
で
も
公
法
し
し
の
義
務
ピ
と
と
ま
る
い
一
三
ノ
考
↓
～
る
べ
き
1
4

の
で
あ
る
三

公
法
一
の
義
務
と
労
働
刈
例

時i
引
刊
は
、
治
常
、
汁
広
島
γ
ま
ん
｝
は
契
約
や
そ
の
引
い
拠
；
、
す
る
υ

労
働
法
の
世
界
も
そ
む
例
外
E
口
な
い
ο

仮
に
M
U

業
問
則
や
労
働
議
約

に
定
氏
ナ
μ

弘
め
れ
ば
、
労
艇
契
約
の
九
一
り
と
な
る
、

τれ
ら
一
け
反
則
伴
J

に
長
ゴ
い
亡
、
労
樹
蓄
は
そ
の
権
利
守
主
張
で
き
（

ο口
ζ

は
い
え
、

そ
う
し
た
え
仇
り
が
な
い
場
合
、
法
λ

け
い
に
使
刑
者
の
義
務
規
定
刀
存
在
す
る
と
、
ろ
だ
け
で
は
、
労
働
者
か
権
刈
一
を
王
張
で
き
る
こ
は
以

ら
な
レ
u

こ
の
よ
う
は
権
利
ド
工
張
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
法
九
日
か
公
法
一

ハb
h
d
ノ
＼
拡
法
y

京
三
芳
ぬ
ま
で
涜
川
肘
者

ι改
し
人
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と
い
え
る
場
古
川
い
山
一
、
り
れ
る
か
ら
で
あ
る
じ

一｝？一、

J
I
－
－
 

作
令
に
t

～
め
る
使
い
い
川
一
詳
の
義
務
が
、

の
義
務
の
－
U

ず
れ
に
E21J
る
か
か
γ
見
分
け
る
の
は
、

伝
法
上
ま
h
l

いベ
b
M
J」

に
簡
州
て
は
な
い
ペ
た
乙
え
ば
、
ヘ
ヱ
件
、
こ
し
て
は
強
行
法
見
で
あ
る
こ
乙
疑
い
主
将
れ
白
い
労
俄
基
準
法
に
も
「
山
川
市
川
払
約
千
そ
の
他

の
請
負
引
で
使
用

T
G労
働
者
ー
に
J

U

て
は
、

性
ー
用
許
は
、
労
働
山
町
内
に

U
t
定
績
の
賃
金
日
一
保
障
か
じ
な
円
、
札
げ
は
な
ら
な
い
ー
と

J

A

条
の
よ
う
に
、
法
律
斗
体
が
保
障
給
の
い
初
や
計
算
方
t
H
r
／
一
規
定
L
て
川
は
い
、
）
／
）
か
ら
、
杭
業
規
則
等
（
凡
山
口
償
却
人
約
）

保
汚
給
の
ど
め
が
な
い
場
J
J

口
に
は
、
労
働
者
は
一
保
窓
給
を
支
給
す
る
権
利
宝
引
し
な
い
」
と
U

円
、
〈
れ
て
レ
る
も
の
も
↓
ぬ
る
〈

h
t
λ
f
J
乍

｝

3
i
j
J
 

に
し
か
に
、
法
令
規
定
の
生
絡
を
w
与
え
る
場
合
、
間
割
引
の
一
一
加
川
町
決
め
手
と
な
る
場
合
は
免
る
に
た
と
え
ば
、
長
口
同
裁
は
あ
る
判
例

（
一
品
療
法
人
新
光
会
事
内
応
一
小
判
一
Mm和
田
・
回
・
九
民
集

一
一
一
谷
川
万
八
阿
山
民
、
む
な
か
て
、
J
Y
へ
の
よ
う
に
法
へ
る

不巾
l
u什
J

働
行
小
八

f
、
る
降
誕
に
つ
い
て
は
、

r
i
労
働
制
合
成

言円
1
d
Z
J一了一

i
茸
i

r

l

、一イ

日
誌
作
第
f
一口勺）
F

｝

当

o
j
v
f」
J
4
ψ

、

h
V
F
W
L
v
l
h
 

月

粂
に
k
り
こ
わ
い
う
デ
14M
止
し
、

一
一
条
に
い
伝
粂
に
産
反
し
に
伐
川
刑
事
二
LLす
る
罰
則
ど
況
定
し
て
い
ー
に
が
、
現
つ
労
働
何
台
伝

一
昭
和

日
k
m
l第
一
ヒ
川
勺
）

に
お
い
て
は
そ
の
じ
条
一

よ
れ
こ
れ
を
然
止
し
、
公

H
に
注
反
し
て
も
凶
ち

昨

r
p
f
ハ片

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

先
却
す
る
こ
L
Y

な
く
、
使
E
U
苦
い
対
ず
る
労
銭
安
員
会
的
以
状
同
役
命
令
が
法
判
所
の
確
定
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
J
U
な
お
向
日

一
必
口
が
布
命
令
に
従
わ
な
い

M
A口
に
初
め
仁
処
罰
の
一
付
象
に
／
て
い
る

（
同
法
ゐ
八
条
）
（
干
し
か
｝
J

、
不
引
労
働
行
為
禁
止
の
或
疋
一
ば
、

富山十い

八
条
に
用
恥
し
、
川
刀
恨
討
の
川
和
裕
・
凶
外
行
歌
山
位
争
一
刊
障
す
る
す
九
め
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
右
日
以
条
の
議
旨
か
ら
い
っ
て
、

こ
れ
に
J

馬
反

T
Q法
律
行
為
は
、
日
リ
ァ

こ
け
↓
妓
に
川
川
効
、
二
訴
す
べ
き
ご
あ
》
て

、合、一－－一今
J
m
b
d
A

一J
叫
寸

ー
‘
二
U
’f
ー
と
い
丈

世
ら
に
処
川
羽
の
汁
象
ζ

労
椴
妥
当
会
に
よ
る
救
治
命
令
の
川
引
い
パ
が
あ
る
か
ら
〆
｝
い
っ
て
、
旧
法
と
異
な
る
解
釈
を
一
q
’
る
の
は

相川当
C
は
な
ド
。

し
か
し

れ
労
働
組
合
法
が
川
市
民
を
以
と
禁
i
L
C
レ
と
の
は
、
お
働
組
合
の
止
当
h
d
行
与
を
在
出
と
FJ
る
小
引
採
取
扱
レ
に
山
れ
ら γ 

一、

L
L
心
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オ1

手
一
法
当
初
は
、
引
防
総
ム
円
の
州
組
合
員
で
あ
る
こ
と
寸
士
郎
出
と
す
る
も
の
に
限
i
J

れ
て
し
い
た
）
、
伸
山
町
γ
t
L
f
－Q
凶
体
交
沙
桁
小
什
や

ぇ
出
介
入
に
つ
い
て
は
、
そ
も
p
f
J柄
、
」
れ
を
禁
J
す
る
規
（
止
が
丘
か
れ
て
い
な
か
う
に
。

L
ヒ
が
っ
て
、

現
行
の
f
h

引
」
労
働
行
為
法
止

見
｛
ん
が
L
L
h

法

八
条
に
山
一
末
ず
る
1t
の
で
あ
っ
た
こ
1〆
て
色
、
解
雇
に
問
ず
る
同
父
桁
…
h
u
b
F人
削
介
入
心
事
土
～
が
刃
山
町
、
ハ
J

れ
る
乙
い
ラ

だ
円
C
は、

ψ
i
読
解
一
定
を
＋
じ
よ
ち
は
飢
効
と
す
る
、
了
こ
に
は
h
m
dが
あ
る
n

つ
ま
り
、
白
人
当
労
働
行
為
て
あ
る
解
間
取
を
帳
効
と
い
う
、
」
と

日刊
J

守
、
き
る
の
は
、

」

1
J

一

沿
革
的
に
も
山
初
出
川
を
出
H
》叫に、

τれ
が
染
止
さ
れ
た
向
伐
の
あ
っ
～
ヂ
列
弁
反
対
い
に
該
当
す
J

る
解
墜
に
以
ノ
れ
る
U

こ
の
よ
～
勺
に
v句
、
有
る
の
が
妥
当
と
レ
え
よ
当
に

ム
パ
に
判
決
は
、
労
働
組
合
法
七
条

↑J守
山
扶
ホ
ー
す
る
ぶ
γ
利
話
取
扱
レ
に
つ
レ
て

司
法
紋
守
口
士
一
北
仇
む
ず
、
労
働
委
員
余
に
よ
る
行
段

村
松
済
か
｝
川
川
犯
的
な
紋
J
6
7段
と
す
る
議
論
に
終
リ
符
乞
打
つ
も
の
に
な
っ
え
と
は
い
え
、
そ
う
し
え
議
論
か
か
っ
て
は
布
け
は
も
心
と

［
て
存
在
し
に
と
い
う
事
中
止
も

や
は
り
ふ
れ
て
は
な
ら
な
い

v
h
H

働
刻
合
リ
し
は
治
i
条
に
仰
向
げ
た
佼
川
朽
の
行
為
に
つ
き

2己

し
粂
に
よ
る
労
働
委
民
会
の
行
政
処
分
と
し
て

へ
き
こ
と
を
規
定
し
と
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
じ
条
ー
訪
中
f
印
派

効
と
い
う
法
作
一
市
ど
芯
し
制
作
と
い
も
の
で
あ
る
」
と
政
行
労
間
組
台
沃
制
定
当
時
か
ら
ベ
一
川
せ
つ
れ
て
心
不
て
お
れ
、
こ
の
巾
多
一
門
中
叫
し

長
い
L

ぶ
円
い
お
い
て
も
、
上
乙
川
町
山
は
こ
の
で
つ
に
述
べ
る
一

法
律
い
に
め
る
禁
vi
煮
え
に
追
反
ト
ゆ
る
法
伴
行
為
に
つ
し
て
は
、
こ
れ
を
即
無
効
と
考
え
る
ャ
り
と
文
ノ
ヲ
J

た
短
絡
的
な
見
方
い
問
題
が

あ
る
こ
に
は
、
十
干
の

1
3呈
白
か
ら
4
一
明
っ
か
乙
い
う
べ
き
な
の
亡
あ
る

団
体
交
渉
義
務
と
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令

労
働
制
品
円
か
ら
程
台
員
。
労
働
’
長
件
ピ
つ
い
て
団
体
交
お
の
中
入
れ
が
弘
め
れ
ば
、
使
川
刑
者
は
子
れ
に
止
じ
｝
三
友
絡
を
会
う
n

こ
の
こ
と
を
指
し
ご
団
体
？
父
ル
義
務
J
い
い
、
正
当
な
坪
巾
の
ん
d
h
u

川
体
ー
バ
人
法
市
小
f
h
y

は
、
労
働
組
介
法

U

勺
）
も
一
」
れ
を
不
叶 ii 
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労
は
同
行
為
乙
し
て
掛
4
U
V
J

て
い
る

7主

八
年
、
子
凶
件
父
渉
怪
J
V
一
川
支
の
却
む
を
以
し
保
障
し
て
い
る

τ一
ー
も
あ
う
て
、

か
つ
て
は
」
り
よ
う
な
使
用
者
の
同
体
六
人
捗

f

文
治
に
対
比
す
匂
1

本
の
と
じ
て
、
「
分
鳴
組
合
は
使
用
者
に
対

L
M交
に
tu
ず
べ
き
こ
手
ケ
い
わ
求
」
7
る
J

付利。－
Y
右
ず
る
と
乙

交
が
請
求
権
）
を
端
的
に
認
め
た
リ
リ
例

h
N
井
放
送
車
ア
れ
リ
悩
咋
的
決
川
町
和
四

O
e
六
・

六
吋
力
氏
采
六
長
］
一
千
百
九
五
五
日
九
）
も
v

h

A

－
つ
ふ
れ
た
ず
μ

交
さ
せ
た
も
の
に
、
次
の
市
立
に
述
べ

γ
Q
4
R
門
門
裁
の
決
定
（
新
掛
川
？
／
～
品
踏
む
事
件
東
京

、でつ
T
V
た
却
炉
杭

品
決
沼
布
I
U

ヘ
：
九
・
わ
い
労

k
集

T

ハ
岳
山
口
ザ
七
一
コ
H
つ
が
あ
る
c

労
働
判
ム
ロ
法
は
、
涜
用
者
か
M

桂
川
す
る
、
刀
働
者
の
川
J

十
九
者
と
市
中
体
交
誌
を
す
る
こ
と
rq
一正
ψ
1
3
U
秤
巾
M
r

尽
く
て
拒
む
こ
と
を
不
ψ

労
働
行
為

Lr
してが一川
j
k
し

」（山ソボ当
v
川
働
／
れ
込
に
（
町
し
こ
は

労
働
委
長
会
が
使
用
者
に
対
（
日
休
交
沙
に
応
ず
べ

七
条

口
h
d

さ
こ
と
や
（
命
ず
る
こ
と
に
ー
の
そ
の
紋
泌
が
b
2

手
ら
れ

「
二
七
条
）
、

」
心
円
以
済
命
令
J
Y
M
戸
山
L
な
い
ル
渋
川
者
に
ι恥
じ
て
は
刑
罰
又
は

過
々
の
制
裁
が
一
点
川
、
り
れ
る

（
八
条
、
一
一
一
条
）
も
の
と
し
て
い
る
7V
ら
同
店
七
条

j
Hえ
り
対
d

た
品
、
こ
れ
よ
り
使
刑
者
は
刊
注
父

件
沙
J

ど
不
ψ
！
に
件
十
円
ζ

し
と
は
と
ら
な
い
と
い
う
公
法
上
の
義
務
ピ
負
ぶ
も
の
と
｛
二
、
い
る
と
は
い
よ
ノ
」
と
が
で
き
て
も
抗
色
人
、
が

i
張

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

ず
る
、
主
ノ
な
川
体
交
渉
権
と
い
う
私
法
！
の
権
利
？
戸
以
況
乏
し
て
い
る
実
山
法
が
ん
行
在
L
h
a
い
の
み
な
ら
ず
、
仮
り
い
そ
の

rtノな

権
利
を
認
め
川
体
交
渉
の
不
当
な
担
γ

引
け
ど
一
付
ザ
て
、
労
－

wf古
い
一
会
九

山
川
別
海
に
、
声
件
、
に
裁
判
ー
の
〈
T

安
一
円
リ
ハ
え
は
仮
処

分
巾
請
に
よ
り
凶
休
父
沙
の
犯
百
刺
計
上
え
は
じ
U
話
、
～
ぷ
め
う
る
4
の
乙
し
て
4
、荒川汁庁、」
L
似
降
5
れ
る
私
学
「
い
て
の
団
体
交
渉
持
の

応日
I

引
刊
性
を
羽
行
法
上
ど
う
把
料
3

）、

い
わ
油
ろ
凶
作
父
沙
請
求
権
な
る
も
の

へ
き
使
川
奇
心
僚
が
v
D
礼
治
山
内
容
を
と
の
よ
う

に
お
宗
一
2
0か
、
そ
し
て
庇
体
交
泌
の
続
行
会
一
法
律
上
山
消
却
す
る
も
｝
乙
の
詑
不
可
ぴ
に
そ
の
履
行
を
裁
地
上
強
制
し
て
み
た
に
こ
ろ
で

は
た
し
ど
実
効
性
を
死
似
し
う
る
か
な
ど
多
，
、
の
混
雑
な
実
践
的
解
枚
上
り
間
程
を
バ
1
L
、
到
底
憲
法
二
八
条
は
い

L
労
働
制
台
J
一じ

条
が
税
行
法
守
弘
法
的
な
団
体
六
人
、
出
請
求
権
な
る
も

ご
し
い
る
と
は
箭
L
ヰ
い
ι

し
と
か

L
、
Nr手
方
が
抗
告
人
と
の
川
体

団
体
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父
渉
主
不
引
い
拒
r
引
け
し
て
い
る
と
似
心
し
て
み
て
色
、
そ
の
二
と
か
ら
労
鈴
組
ん
け
法
七
条

号
ド
基
づ
く
行
政
救
済
ロ
ャ
ゾ
権
が
売
4
す

る
こ
乙
以
ー
に
、
」
れ
に
も
ロ
り
使
い
川
者
仁
川
川
1

｝
交
渉
に
誠
意
を
も
二
I
L
V
U
ず
で
さ
旨
C
作
為
を
求
め
る
私
法
ー
の
依
陸
、
す
な
わ
ら
H
、

体
的
団
体
交
渋
一
」
一
求
権
を
取
得
L
て
ー
も
の
〆
；
｝
て
豆
町
に
相

f十
A
v
F
比
佐
一
円
人
に
対
し
て
凶
引
父
渉
に
川
ず
べ
き
私
法
卜
の
或
務
が
パ
γA
牛

ず
る
筋
ム
円
い
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
へ
は
ら
な
い
t
o

な
る
ほ
ど
、
事
決
定
も

巨
体
ー
父
い
作
権
を
不
当
に
侵
宇
け
す
る
ノ
仁
品

ω、
ふ
れ
力
体
違
件
、
で
品
川
、
川
悦
害
賠
償
責
勺
ー
を
ぺ

irし
め
る
ほ
川

か
、
法
律
r什
為
に
お
い
て
は
そ
の
幼
カ
テ
FHJJuryω
に
レ
た
ら
［
め
る

2
い
う
べ
き
で
あ
ξ

ー
と
は
し
う
〈
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為

げ
か
荷
ち

ι不
法
行
む
と
な
る
も
の
で
な
い
、
一
と
は
レ
h

つ
京

ム
ア
当
、
労
働
行
持
z
V
証
明
氏
ゲ
る
法
律
行
為
の
す
べ
て
が
そ
、
れ
だ
け

心
理
由
℃
伽
効
と
判
附
さ
れ
る
い
わ
れ
も
な
い
v

こ
hl
い
に
山
祝
け
て

し
か
し
だ
か
ら
と
い
う
と
こ
ハ
ご
と
か
ら
直
ち
に
室
、
乞
一

八
条
の
版
記
ば

よ
っ
て
労
伎
町
の
凶
休
ー
父
渉
に
院
す
る
円
、
体
的
伝
権
利
L
R
泌
乞
設
定
し
た
仇
心
で
山
ハ
り
る
と
併
す
る
こ
と
は
で

ミ」～仇い」

l
」
ド
～
ベ
し
い
ザ
匂
こ
と

一
先
の
引
川
市
川
汁
ん
は
こ
の
解
釈
を
只
体
化
し
た
も
の
）

か
ら
も
切
ら

V
Gよ
う
に
、

し
」
弓
ノ
甘
リ
に
い
ポ
山
市
下
l
d
L
4
4

泊、

司
じ
立
I
I
I－

3
l
h

む
し
ろ
り
ソ
ブ
サ
ー
ビ
ス
に
近
い
品
開
論
と
い
う
べ
き
は
の
で
あ
る
υ

ま
た
、
公
儀
一
組
含
が
特
定
心
事
山
明
い
つ
い
て
「
団
体
？
父
ル
な
文
一
め
料
る
地
位
に
あ
ゐ
こ
と
の
一
部
認
定
求
め
ゐ
訴
え
を
提
起
ー
に
～
場

人ぱ〕に凶川山

れ
に
確
認

る
の
が
、
近
斗
i

に
わ
ι
け
る
最
高
試
の
乙
川
崎
｛
川
山
鉄
ウ
一
一
E

F］
事
件
H
良
一
ツ
判
平
成
一
・

hi 

一
寸
刀
判
む
八
九
ロ
勺
1

八
円
）

／
）
な
っ
て
い
る
が
、
ご
の
こ
乙
を
以
て
、
凶
外
父
渉
義
務
付
J

んf

と
は
私
法
上
の
義
務

ζ
L
て
臼
め

ら
れ
る
に
ヘ
ム
っ
て
い
る
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
明
っ
か
に
一
門
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

U
に
使
用
者
の
義
務
一
い
J

て
も
、
ふ
一
心
強
混
血
1

日山
p
t俗
似
の
干
d

刊
に
は
よ
さ
は
違
い
が
あ
り
、
法
令
が
栄
J
M
規
定
や
義
務
規
定

の
片
仲
裁
を
こ
ゥ
て

V
Gか
b
〆
て
い
っ
て
、
こ
れ
を

τγ
つ
に
弘
法
ト
の
義
務
、
／
一
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
申
京
z
川
可
決
の
仇
定
か
ら
も
わ
か
る

よ
h

つ
に
、

モ
れ
が
公
法
い
の
義
務
ー
と
し
て
規
山
、
子
、
れ
た
の
は
債
務
心
計
ど
が
味
し
レ
サ
、

法
判i
it千

刈
体
交
し
W

立
五
日
訪
に
つ
レ
て
も
、
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は
な
じ
み
に
く
い
問
砲
が
あ
ワ
た
か
り
で
あ
っ
て
、

決
、
）
て
封
一
司
の
ま
い
こ
と
で
目
な
L
C
こ
う
、
ど
ん
白
鳥
川
に
も
き
ち
ん
と
戸
庁
り
を

ず
る
J

そ
の
fh
裂
性
を
土
十
戸
J

決
定
は
k

枚
、
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ノ
竺

ヨ
お
、

pf政
Jt日
一
九
百
で
あ
る
労
慨
妥
員
会
子
廷
す
る
同
ー
父
九
訪
命
〈
「
い
坐
ー
の
紋
凶
命
ぃ
ー
は
、

文
h
j
ど
お
り
行
政
処
分
ノ
「
工
に
の
性
栴
を

有
ず
る
も
り
で
あ
れ
、
こ
の
よ
ろ
立
政
計
命
令
は
使
用
者
に
出
に
対
「
る
ノ
小
日
比
一
一
上
の
3

ム
税
務
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
為
ツ
イ
ー
ド
｝
れ
ピ

対
応
）
〆
ト
伎
川
刑
者
に
対
す
る
詰
主
権
を
労
働
組
九
ー
に
取
得
さ
て
る
も
の
と
は
は
い
：

ネ
ス
レ
円
本
曜
日
高
乳
業

、
第
）
事
件
最

一
小
判
ー
ド
成
七

仁
川
集
川
一
九
止
さ
い
す
一
一
九
一
貝
て
判
例
よ
も
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
、

7
r手
、
念
の
J

め
汀
J
I
L
て

おふ
J
f
」
に
し

2 

除
外
認
定
と
解
雇
予
告
手
当
の
支
払
い
義
務

労
「
悶
慕
叶
晴
、
ぷ
二
ひ
条
川
川
、
そ
の
一
項
で
「
使
用
手
は
、
労
働
者
主
解
居
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
心
／
〈
と
も
一

l
i
川
内

e

p

の
子
持
、
ゃ
し
な
け
ノ
れ
ば
ιな
ら
な
い
U

一ji
l
l

－
日
叫
に
子
山
を
し
必
い
使
用
者
は
、

一
ト
日
分
以
上
心
平
均
賃
会
中
」
支
払
わ
ん
μ
古
け
れ
ば
な

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

、つJ
i
h
j
h

、
ν

口
U

し、

よ

J
1
1一

小
可
能
と
な
コ
た
場
企
又
は
労
約
者
心
煮
に
加
す

で
ん
災
明
i
J
4
R
そ
の
他
や
む
を
相
に
匂
い
4
v
U
の
た
め
に
事
円
が
の

ぺ
き
豆
一
川
叫
に
法
い
て
解
明
刷
、
F
，Q
場
合
に

K
い
て
目
、

こ
の
際
わ
で
な
い
と
に
め
る
と
と
も
に
、
り
て
の
一
一
…
則
で
「
前
条
第
町
一
の
規
一
心

は
、
’
沼
尻
（
恒
常
の
場
合
に
こ
れ
を
注
尽
」
3

J

Q

Y

」1
ν

て
、
作
一
一
一
耐
え
の
事
山
川
に
つ
い
て
行
政
百
円
リ
ヘ
一
所
持
労
刷
E
t品
川
円
欧
料
戸
首
長
J

）

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
白
い
旨
を
規
チ
ヂ
ペ
イ
る
。
こ
れ
を
解
雇
子
佐
川
の
除
外
認
定
と
い
う
。

ま
に
、
こ
れ
か
受
け
、
同
組
己
円
り
を
止
め
一
円
I

就
業
規
則

τに
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
の
よ
《
な
山
崎
九
ー
で
あ
っ
て
も
、

J
H
縦
長

端
中
広
一
日
同
苫
ド
以
の
認
定
は
同
市
ハ
担
の
効
力
説

ιuい
を
人
往
す
も
の
て
は
な
く
、
一
総
戒
解
雇
が
労
働
茶
準
法
第
二
O
条
第
一
一
つ
ご
L
z
L
斉
に
設
中

ず
る
場
合
に

hv～
用
者
が
労
働
基
河
…
位
以
門
明
石
長
心

」
と
の
公
牛
小
十
ハ
山
義
務
古
川
ら
か
に
し
た
の
に
す
ぎ
な
レ
も
の

0) 
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（
人
一
打
線
一
戸
市
」
一
件
H
仙
打
高
判
附
利
回
U

二
一
ゐ
労
民
集
一
ハ
栄
一
世
丸
ハ
己
［
円
J

)-

般
に
は
解
さ
れ
亡
お
り
、
「
同
条
第
一
項

ど
だ
v
v
世
田
に
一
政
当
λ
J
る
事
力
が
あ
る
場
λ

弘
け
に
は
そ
の
一
笠
原
は
ん
引
幼
」

労
働
い
わ
主
？
欧
何
回
署
長
の
訟
ハ
止
を
受
け
て
い
な
U

と

で
あ
う
て
、

でん
九l
｛ 

疋
タζ 
λ丘
一足二,,_ 

' 

（ご

く

も、
日え人t士主主JS8 '3-" •'BJ 6iJ4 「2iJCS

の
市
引
を
も
っ
て
、
豆
ム
に
こ
れ
を
1

効
ζ

附
り
必
ず
る
こ
こ
は
で
き
な
い

而一ト
L

）
y
」
ふ
が
れ
て
い
る

乙ん
J

一
、
川
町
品
川
判
認
定
を
受
け
な
い
こ
と
が
解
恒
の
効
力
に
影
響
z
ぜ
斗
ご
え
な
い
と
し
ご
J

台、

一
懲
戒
能
屈
は
、
予
告
期
間
を
設
け
る
こ
と

λ
必
〈
、
出
川
吋
制
川
口
竺
ニ
Q
n

こ
の
山
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
掛
川
主
川
市
監
督
署
長
の
刃
叫
ん
況
や
パ
え
け
コ
に
さ
は
、
子
駅
I
手
当
（
市
l
均
給
h
J
の
二

。
日
分
一

す
支
給
ー
な
い
一
と
定
、
必
7

匂
北
川
柄
引
規
引
の
規
定
か
あ
れ
、

か
ぺ
、
収
主
に
も
山
一
h
d
M

叶
認
定
を
受
け
て
い
な
か
コ
た
と
司
う
場
介

に
お
レ

t
忍
で
、
最
近
の
あ
る
判
例
｛
専
一
中
市
不
均
一
伊
半
業
協
付
制
ム
1
事
件
刊
以
阪
地
内

γ戎
九
・
八
・

。
労
削
円
L
η
u
T
仁
子
J

？ハと

円
、
）
げ
か
述
べ
匂
よ
ろ
に

行
一
以
宮
山
mv
認
ど
は
、
事
実
碍
認
的
九
五
位
宍
の
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

阿
川
一
震
が
一
山
J

働
者
の
責
め
に
門
川
す
べ
き
い
庄
｝
い
基
づ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
滋
合
は
、
枝
川
市
右
は
情
泌
子
台
手
当
の
主
払
義
務
を
負

わ
ヒ
い
」
と
「
ず
る
こ
と
に
は
、

い
さ
か
か
対
向
が
あ
る
つ

所
轄
労
働
法
本
航
留
者
同
一
は
の
認
定
ど
没
け
る
」
と
を
下
江
口

fψ
」
不
支
訟
の
む
件
と
し
F
J

よ
町
札
業
規
則
f
J
U
め
に
は
、
使
山
者
に
は
こ

れ
を
弘
法
ー
の
義
務
と
い
う
か
い
さ
つ
か
は
別

7fJて、
y
こ
う
し
た
約
束
へ
11偽
契
約
の
内
容
）
を
パ
す
る
菜
扮
が
あ
る
に
こ
の
ミ
と
は
労

使
関
係
の
イ
ロ
ハ
で
あ
う
て
、
似
に
そ
の
よ
〉
、
な
約
院
が
で
き
ん
d

い
の
で
あ
れ
ば
、
就
業
反
則
に
〈
め
－

t
lぷ
汁
か
な
い
の
が
、
仙
川
忠
君
」

の
本
治
い
と
h
v

ベ
ル
イ
L
h
k

す
が
勢
〆
」
い
う
も
の

な
お
、
町
皆
目
前
長
引
訴
恒
子
f

口
の
除
外
？
七
認
め
な
か
う
た
ぬ
ん
U

二
」
心
－
o
h
つ
lmx
場
九
れ
は
、
現
だ
に

4
1
）ば

1〕
ば
あ
る
）
、
こ
っ
ー
ナ
人

不
山
知
仙
川
止
処
分
（
除
外
認
定
拒
否
処
分
）
J
V
と
抗
告
訴
訟
の
刻
主
T

〕
仕
る
れ
政
処
分
ζ

し
て
争
う
こ
に
が
セ
き
ゐ
古
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

4
川h
の
u
場
が
一
ハ
ー
か
孔
る
。

に
と
え
ば
、
そ
の
じ
円
’
氾
例
と
し
て
は
一
労
働
集
刊
法
一

。
条
一
町
一
心
除
外
心
ギ
認
定
以

山
時
開
け
尽
の
籾
力
の
へ
た
パ
什
史
け
で
は
尽
く



即
時
解
一
一
心
有
効
句
法
け
、
専
ら
解
忠
子
育
除
外
市
dr汁
が
客
創
的
に
ん
什
ト
リ
司
令
か
ぶ
円
か
に
上
つ
亡
決
止
つ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
っ
、

心
除
外
の

、
伸
一
月
昔
こ
労
柚
何
者
と
の
閣
の
↓
市
再
契
約
卜
の
棒
利
義
務
に
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
す
も
の
と
は
な
い
と
司
ノ
ハ
ノ
コ

j
t
、
こ
の
こ
y
、
か
っ

一C
条
一
一
尽
の
除
外
の

の
対
象
に
な
つ
な
い
／
一
ピ
？
な
一
の
で
は
な

ι？子

ノ＼、
y

七一小羽恥’止が、
h

」
’
れ
を
受
け
る
者
r

使
用
者
J

刀
法
倖
f
の
地
位
に
、

パ
ー
パ
体
的
現
令
人
的
な
一
小
判
F

九ゾ／川
J
L

一
ス
る
場
合
に
は
、
な
お
、

い札
f
j
J品
vR仙
の
対
象
乙
な
る
こ
い
群
ふ
り
2

へ
き
l

セ
z
めヲ
Q

／
｝
し
て
、
一
除
外
認
定
十
受
け
ず
に
引
時
解
一
一
！
合
す
れ
ば
、

「
」
え
中
古
都
品
的
に
同
時

所一恵一の仙九日也
H

h
ピ
ミ
情
し
と
い
亡
、
そ
の
解
匹
ム
が
有
効
で
あ
る
場
合
で
も
、
同
法

一
仁
川
口
条
一
号
に
よ
っ
て
、
前
町
九
刷
者
は
、
六
月
以
ト
の

1
1

千
円

（
現
行
一
一
十
ヴ
川
ー
ー
ド

こ
と
を
秤
巾
に
ー
除
外
不
一
北
定
？
の
コ
人

以
下
の
罰
金
に
処
ぜ
ら
れ
る
、
」
と
と
な
ゐ

枝
市
右
は
、
処
罰
の
危
仇
ベ
ピ
出
口
い
き
な
け
れ
ば
川
町
時
停
一
一
が
て
き
た
い
1
c

い
ろ
治
的
い
利
点
を
交
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
右
不
認

定
処
分
は
、
供
用
お
む
ツ
い
律
r
C
地
ゃ
に
H
、
体
的
玩
主
的
日
不
利
ハ
川
を
と
J

、3
Q行
為
と
い
う
へ
き
で
あ
る
）
と
し
て
、
不
一
誌
で
処
分
や

L

札
u

コ
い
訴
訟
の
封
印
私
？
と
h

b

る
行
政
処
分

Z
J
1
1
る？と
i
h

た
も
り

へ
天
王
寺
労
H
N
一
昔
一
文
「
ヲ
宇
平
剤
事
M
U

人
以
地
判
明
利
U
七

ovviヘ
栄
一
糸
E

ヘ早川
d

一
同
丸
山
ハ
）
が
お
る
〈

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

と
は
い
え

々
で
け
抗
告
訴
訟
の
汁
象
と
な
る
八
ム
住
む
の
行
使
旧
民
？
た
る
行
為
と
は
、
公
権
刀
心
玉
体
ご
あ
る
回
え
は
公
共
川

体
が
行
ニ
ノ
行
為
？
ノ
ち
、
そ
の
行
為
に
よ
二
－
1

直
開
放
同
氏
の
権
利
義
務
を
伝
成
、
〆
又
は
そ
の
範
同
士
帯
一
疋
「
る
ご
と
が
法
律
l
認
め

ら
vれ
て
い
る
4
の
を
い
う
の
で
す
h
Qか
J

。
一
円
け

h
E判
決
由
民
災
一
八
九
ー
へ
り
一
八
心
九
三
品
午
、
ノ
て

バ門ヮ
1
A寸
unμ
↓

L
ぷ
γ

j
p
r
i
r
f
j
f
 

の戸
D
h

つ
な
意
味
で
凶
民
の
法
待
！
の
地
殺
に

E
技
の
影
響
を
投
一
は
す
も
の
と
は
い
え
な
い
行
為
は
、
た
こ
え
図
メ
は
公
共
団
科
が
行
う

行
為
と
あ
っ
と
も
抗
自
訴
訟
の
刻
家
、
r

は
な
ら
な
い
も
の
ζ

解
さ
れ
る
1

子
j
J
V
J
t

上
で
、
次
の
よ
う
に
ホ
一
べ
、

小
認
定
処
分
石
川
札
害
訴

訟
の
対
象
乙
な
ら
な
い
と
し
三
、
比
較
的
段
廷
の
斗
例
（
ト
貯
労
比
一
吉
長
「
出
4
J
高
八
三
事
件
リ
点
以
泊
判
平
成
四
・

出
泊
九
枝
川
九
ん
〕

一μ
勺
一
ム
一
八
一
一
一
円
勺

J
b
ムわる

、
一
ぱ
一
向
、
そ
の
控
訴
否
決
に
に
当
た
る
点
！
日
早
円
同
決
ド
成

河

七

＝

c政
務
付
品
川
ベ

（！メ人民半、 cs＇ス＂＂＇＇＂町＇＂〔 2iJUS.11 



九
パ
ヰ
苫
一
日
寸

七
ハ
斉
一
千
色
、
以
下
の
刊
か
部
分
に
つ
い
て
は
り
一
の
全
文
を
引
用
ャ
ー
る
）
v

笠
原
子
件
一
円
除
舛
事
叶

の
制
定
は
、

訴
一
一
子
山
除
外
事
当
心
人
科
ア
け
に
悶
ず
ゐ
使
い
対
話
の
恋
人
飴
目
的
な
判
断
を
仰
d
す
る
こ
い
う
、

UU
 
フ4「出

。
－九3
 

汚「e
h

ナ
十、f八

町
内

ド
仁
政
収
締
り
上
の
？
一
地
地
か
ら
、

使
い
い
川
者
ピ
付
し
て
相
府
間
取
1
r
J
除
外
弔
問
に
該
当
一
コ
ノ
る
事
だ
の
存
伐
に
つ
い
て
の
ノ
行
政
官
け
の
認
ぷ
の
表

不
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
た
も
り
で
あ
ゥ
て
、
そ
の
認
識
の
去
rv
白
体
に
ロ
巳
悦
U
A

一
民
心
権
川
義
務
を
形
成
L
げ
d

へ
は
そ
の
範
L
〔
」
／
確
定

ず
る
こ
乙
を
認
め
て
い
る
も
の
で
は
日
い
、
と
解
3
れ
忌
。
し
た
が
っ
て
、

間
附
辰
心
効
力
は
行
政
官
円
づ
に
よ
る
解
原
子
市
口
除
ふ
ノ
市
中
出
に
減

3
9
る
労
働
基
準
法
一
。
条
一
一
泊

一
九
条
市
三
一
刃
見
応
の
有
地
・
均
一
容
に
か
か
わ
い
な
く
、
市
内
I

ら
同
法
二
心
条
一
頃
に
だ
l
苦
心
ど
め

る
客
引
り
市
な
所
阻
子
店
除
外
事
山
心
打
汁
京
J

に
よ
っ
て
仏
以
下
b
れ
、
使
用
者
し
は
、

小
認
定
れ
込
山
吋
を
受
け
た
湯
ん
は
で
お
っ
て
も
有
効
に
即
時

Mm一
震
を
す
る
、
一
と
を
妨
げ
ら
わ
ず
、
反
折
d
N
L
Y
孔
今
必
ず
行
為
女
受
行
に
場J
ム
で
み
っ
て
も
、
容
創
的
に
け
見
ず
に
時
一
甲
子
台
除
外
事
由
が
ん
作
さ
し

何
百
い
と
芦
は
、
即
時
健
一
尽
を
右
劾
H
M
b
心
ー
と
す
る
h

と
は
で
き
zd
い
こ
J
と
な
る
も
の
己
為
η
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
行
政
宮
け
に
よ
る

解
一
存
一
予
告
除
外
引
院
の
認
定
り
ん
汁
担
白
1

円
五
は
、

保
刑
事
心
一
層
別
契
約
上
心
地
付
に
判
つ
の
影
響
吉
及
川
い
す
包
一
り
で
は
公
い
こ
と
1
／
な

ーァ

包〉
c M

－介。ヮ
Ljf
白

pu
、
出入
M

門いヌ止、

1
j一
1
1
1

行
政
官
げ
ピ
よ
る
不
認
｛
此
行
為
に
も
か
か
わ
、
り
ず
即
時
解
一
一
な
行
え
ば
、

引
い
弔
手
続
に
代
さ
れ
て
刑
罰
ピ

処
AJ

ら
れ
ゐ
可
伝
性
の
存
F
る
こ
と
は

一
九
条
サ
の
荒
に
川
存
に
出
ら
h

J

て
明
ら
か
む
あ
コ
て
、
不
認
た
行
為
が

あ
っ
た
場
弘
、
使
用
有
は
、
労
町
長
準
件
。
条
一
州
、
違
反
の
罪
に
よ

hι
罰
ケ
い
受
汁
る
九
阪
を
日
さ
な
汁
れ
は
、
町
時
解
一
一

tJる

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
！
の
制
約
を
一
三
け
る
三
こ
は
百
だ
で
き
な
い
ハ
し
か
し
、
こ
の
場
仔
に
お
い
て
も
、
使

μ昔
が
刊
事
手

続
に
什
け
さ
れ
る
か
必
引
は
M
円
、
つ
株
主
的
訟
も
の
で
は
は
い
し
、

似
に
使
用
者
か
刑
事
手
続
に

1
3れ
た
場
合
で
お
っ
て
も
、
ド
町
川
桂
子
駅
1

泳
似
事
山
心
ri
特
有
を
王
張
l

〕
て
処
却
を
免
れ
る
、
了
こ
が
勺
認
で
あ
f
J
J
1
L

、
六
認
定
行
為
に
従
わ
な
い
、
｝
乙
の
み
を
も
っ
γ
白
ち
に
処
罰

を
一
月
ん
け
る
も
の
で
は
は
し
い
q

こ
と
か
ら
ず
い
九
ば
、
内
法
一

一
九
条
一
む
の
規
f
t内
宗
と
の
渋
涼
か
ら
い
J
L
も、

小
認
定
行
為
か
慢
出
者
の



法
律
し
し
の
地
紋
に
店
長
の
影
響

Jr及
ば
す
も
の

ιは
い
え
な
い
と
い
て
ノ
ベ
き
ご
あ
る
」
、

い
引
刷
引
き
で
，
ば
強
制
さ
れ
て
生
、
で
の
払
則
市
に
コ
い
に
は
裁
判
で
弔
凡
な
い
、
と
い
え
よ
J

た
ん
に
は
釈
然
と
L
な
い
も
の
を
め
る

ー
や
＼
庄
司
収
判
官
ぶ
か
っ
マ
ど
は
「
り
」
の
え
払
い
を
指
ぶ
さ
れ
た
ぬ
ム
ロ
に
J
h

、
そ
れ
は
勧
告
行
為
に
す

5
ず
、
行
政
、
仏
～
灯
に
は
当
た
り
な
い
〉
一

、

）

n

d

h

；
 

労
働
長
押
防
品
口
右
民
は
行
政
処
分
を
以
て
日
按
渋
川
刑
者
及
ひ
労
働
者
向
の
辰
惰
均
一
恥
を
川
滅
ぜ
し
め
、
又
は
淀
川
用
者
に
刻
し

亡
賃
金
L
K
弘
義
政
引
を
気
相
一
一
止
し
吟
る
よ
う
な
権
限
は
こ
れ
を
布
し
な
い
の
で
あ
っ
て
」
、
一
被
告
の
止
し
ト
本
指
七
は
、
日
伎
を
石
原
書
等

と
ム
訴
外
会
社
山
引
の
完
働
涜
係
ル
っ
し
て
の
紛
予

hvμ
引
決
す
る
お
に
な
し
？
に
効
刊
行
為
に
す
か
〆
な
い
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
こ
の
よ
う

云
一
行
為
は
J

河
川
守
直
接
志
良
心
権
杭
義
務
仁
影
響
主
及
ぼ
す
よ
一
〕
ん
d
H
ハ
体
的
法
律
切
呆
を
先
ぺ
せ
し
吟
る
も
の
で
は
は
く
、
本
来
行
政
処

分
と
し
て
心
性
質
主
右
し
と
い
の

F
あ
る
か
ら
、

半
什
に
つ
い
て
は
抗
告
訴
訟
の

L岳
写
と
な
る
べ
き
行
政
処
分
は
存
在
し
と
い
と
い
わ

P
」示一司
J
3
υ

中小、一ふ
J
h
J

小、

J
l
i
l
y
じ
F

1

〆
一
ヘ
代
労
基
ギ
寸
長
事
作
h
熊
本
地
引
昭
和
一
六
千
七
労
え
条
一
巻
一
口
勺
一
九
九
vけハ）
l

’
れ
な
り
以
u
刷
心
判
決

で
は
あ
る
が
、
ご
の
よ
う
に
注
べ
る
判
例
も
あ
る
わ
一

他
方
、

人
1
1
C
J
V働
関
係
法
令
崎
町

ー
古
川
則
を
作
よ
ノ
工
、
っ
た
こ
と
は
は
と
ん
ど
な
く
、

使
出
川
若
の
義
誇
堤
ん
宇
ピ
こ
れ
同
泣
く
場
九
日
山
7
U

、

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

前
自
に
と
ど
め
る
の
が
遇
制
と
な
っ
て
し
る
、
口
町
：
円
の
石
川
切
ー
を
L
し
げ
る
た
め
い
、

勧
告
に
従
わ
な
か
〉
た
人
パ
ヂ
実
名
な
公
λ
一
す
る
規

ιが
仮
に
山
わ
る
こ
と
は
あ
っ
J
l

「
も
、
そ
れ
が
限
界
と
ん
d

る
c

こ
の
隠
汗
滑
保
手
段
も
行
政
官
h
－
の
助
一
三
二
指
導
、

い
わ
ゆ
る
一
足
川
政
昔
、
法

の
沼
山
内
て
は
、
い
う
し
た
傾
向
が
こ
り
わ
け
原
市
刊
に
み
ら
れ
る
乙
い
コ
て
も
誤
り
で
は
白
い
J

勧
己
J
W

－
乏
け
丈
企
業
は
多
〈
の
ぬ
台
、
持
米
を
考
え
て
こ
れ
に
叫
淳
、

γこ
に
な
る
が
、
昨
相
h

白
の
か
ら
む
足
止
勧
告
で
す
J

、
判
例

（及川
H
労
基
署
長
治
的
本
商
事
J

事
件
作
井
地
判
印
刷
和
河
台
・
九

e

h
訟
立
刊
戸
誠
一
〕
丸
口

J

A

六
頁
）

は
そ
の
意
義
を
次
の

よ
う
に
一
説
く
U

是
正
討
告

ζγ
つ
の
は
、
労
働
ぷ
市
昨
日
付
行
政
寺
山
宮
九
州
地
L
～
際
に
な
池
山
虻
さ
孔
た
法
退
院
に
対
す
る
行
政
指
羊

」
一
心
措
一
戸
で
丸
る
に
止
ま
り
、
勧
告
を
う
け
亡
者
、
β

白
で
お
に
是
正
す
る
こ
と
V
、
右
是
正
紛
去
を
し
ド
労
働
燕
刊
駐
背
｛
巴
と
し
Lψ
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然
期
待
す
る
で
あ
句
つ
う
が

J
K
っ
た
足
ー
を
し
な
い
に
壮
よ
、

川
λ
一
の
法
的
効
ポ
を
斤
ず
る
ー
も
の
で
は
な
い
」
c

空
ノ
効
M
V保
の
丈
め
の
勧
告
と
は
い
こ
ー
よ
一
、
た
か
だ
か
こ
の
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
使
い
い
［
川
省
の
茶
務
即
日
v

公
法
上
の
義
務
片
山
三
こ
ま
る

／
）
い
う
の
も
、
い
の
よ
う
な
山
界
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
」
み
う
で
ゐ
司
令
以

l
、
行
政
訴
訟
で
あ
ろ
う
乙
民
事
訴
訟
で
あ
ろ
う
ヘ

ρ
ず
れ
｛
二
」
よ
裁
判
に
は
は
じ
ま
入
戸
つ
あ
る
、
は
、
こ
う
も
い
、
「
こ

2
が
で
き
よ
、
「
。

四

円
？
約
者
出
店
市
安
定
法
と
公
法
L
し
の
義
務

公
北
い
十
の
義
務
刊
ヘ
そ
れ
と
も
な
江
の
義
務
か
c

剛
志
し
た
よ
う
に
、
法
令
に
定
め
る
笥
川
者
の
義
あ
が
そ
の
レ
ず
れ

ι属
ず
る

む
か
を
け
ん
分
行
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
谷
易
な
｝
と
で
は
に
い
υ

決
め
手
が
ト
め
る
よ
う
で
、
決
め
千
日
ゲ
ル
へ
く
J

そ
ふ
引
が
現
実
で
も
あ
る
F

［
か
し
、

1

庄
市
政
策
法
れ
い
り
短
波
に
は

む
五
砕
け
で
め
る
こ
と
が
明
ら
か
と
い
え
る
も
の
も
お
る
F

七
と
え
ば
、
点
r
F
一
齢
者
専
の

一両

4
齢
者
J

府
市
安
定
信
｝
九
条
に
規
定
す
る
古
川
ん
封
書
一
一
川
市
川
昨
保
m
h
置
を
請
す
べ
き
事
業
i
の
義
務

も
、
ユ
う
し
た
例
（
り
つ
に
紋
え
ら
れ
る
U

掛
川
市
（
り
ム
久
定
u半
け
ず
に
闘
す
る
枯
沖

品
年
齢
者
雇
用
確
保
措
告
と
そ
の
履
行
確
保

月
刊
齢
者
川
店
い
同
一
安
定
訟
は
、
一
凶
口
頭
の
条
に
お
い
て
、
司
法
の
司
ー
的
中
次
の
よ
う
ピ
だ
り
Q
d
1
二
の
法
律
は
、
ど
年
の
引

1
円、

術
統
一
一
い
用
制
浅
幻
導
入
H

な
に
よ
る
荷
札
齢
者
心
安
定
し
た
日
出
い
同
一
の
確
保
の
仰
に
浪
、
ー
品
午
齢
討
与
の
叫
抗
戦
の
促
£
、
｛
ほ
介
小
退
段
者
そ
の

池
の
け
両

1
齢
没
収
者
に
刻

γ
る
穀
業
の
機
会
内
確
保
等
の
”
hp出
を
総
長
μ
叫
に
一
前
じ
、
も
っ
て
持
つ
齢
者
等
三
職
業
の
安
定
そ
の
泊
料
判

の
崎
進
ん
ゲ
↑
川
門
る
と
と
も
に
、

MMm
済
改
び
日
引
会
心
抗
措
民
に
芯
与
す
る
こ
と
を
川
約
二
「
る
i
n

h

同
庁
齢
者
庭
用
位
保
引
い
民
に
つ
い

L
河
】
ハ
心
し
た
同
法
九
条
は
、
、
一
の
か
か
市
の
則
一
段
に
掲
げ
ら
れ
に

む
匂
i

の
引
一
け
、
特
続
出
刑
制

'Piえ人法学；問 、＇.3・"s：ワ） ＂し凶［ 2υCS.;I、



反の中一一
γ
↓
人
等
ケ
仏
る
高
守
的
苦
の
J

女
心
し
た
甲
府
の
確
保
の
促
進
を
を
の
ま

1
中
ー
一
と
し
亡
採
用
、
以
去
同
法
第
一

そ
の
心
的
J

が

E
か
れ
て
お
り

て
い
一
れ
を
引
同
す
れ
ば
、
次
の
ホ
う
に
な
r目
。

「r疋
年
を
定
め
る
場
合
の
宰
齢
｝

第
八
条

車
ア
業
主
が
そ
の
い
担
肘
寸
る
吋
力
働
者
け
定
可
＼
以
一
、
干
に
定
年
』
と
い

ヨ
～
七
、
d

～
ら
一
工
リ
ク
P
U
M
P
け
♂
｝
中
小
、

h
J
u
y
i
↓
ザ
ヤ
ド
キ
ふ

h

d

ノ
1

4

d

）

i

’j
J

l

i

l

y

y

一L
J
y
l－
－
v

ー
ハ
十
以
守
、

U
る
ご
と

r
M
C
寺
白
い
U

ーに
p

「
、
ム
コ
諸
事
業
五
円
I

雇
用
す
る
労
鍛
者
？
y
ち
、
古
川

4mV川
お
が
従
事

rJる
こ
に
か
府
難

で
7

め
る
と
認
め
ら
札
7
G
業
務
と
ー
で
～
店
主
働
省
令

る
た
務
に
必
中
し
て
レ
る
労
働
者
に
つ
レ
て
は

」
の
沼
恒
り
で
な
レ

品
年
齢
者
一
展
照
枝
川
両
措
置
）

第
九
条

一f
ハ
l
－h
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
F

以
下
ど
の
条
に
お
い
亡
同
じ
）

の
む
め
乞

L
て
い
る
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す

る
い
？
間
企
齢
者
心
！
ハ

l
五
歳
ま
で
の
一
久
む
し
え
疋
用
を
ほ
似
す
る
た
め
、
次
に
各
ロ
ハ
二
九
州
拘
げ
る
H
M
置
（
以
下
1

十
両
行
齢
者
渥
川
待
探
知

U

出
L

L

〆
い
ぷ
ノ
三

の
い
ず
れ
か
を
話
？
v

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
一

ψ
！
っ
設
定
』
（
り
引
上
げ

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

刺
殺
毘
日
制
定
（
現
に
一
一
川
町
7

し
て
い
三
同
午
前
者
が
希
刷
「
勺
p

さ
は
、
当
該
高
司
仙
川
リ
ナ
ド
を
そ
の
む
午
ぬ
も
山
川
J

き
続
い
て
居
間
い
一

す
る
削
夜
会
い

以
下
同
に
し

の
国
J
人

巾
「
誠
心
午
の
乏
の
の
廃
！

2 

事
業
ヰ
は
、
当
誠
事
業
所
に
、
労
働
者
心
過
山
数
で
組
織
す
る
労
働
新
合
が
あ
る
ぬ
ム
ロ
に
お
い
て
は
そ
の
労
協
組
合
、
労
働
者
幻

返
す
紋
で
－
何
人
出
荷
「
る
労
働
u
U
ム
ロ
が
日
い
場
合
口
に
お
い
て
は
労
術
者
心
以
上
「
数
台
代
た
ず
る
者
に
の
半
円
出
に
ふ
る
協
定
に
よ
り
、
挑
ん
続

一
房
一
川
川
庄
の
汁
象
と
な
る
川
司
令
l

齢
者
ピ
係
る
い
品
川
仰
を
定
け
町
、

h
v
J
Aハ
基
準
に
た
づ
く
制
皮
を
導
入
し
た
こ
ぎ
は
、
前
広
第
号

る
F
Z
一
戸
4
2
一
ヰ
じ
た
J
も
の
と
み
な
d
J
I
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「
指
導
、
助
言
汲
び
鮫
告
）

第
十
条

以
宇
労
働
大
半
は
点
矢
内
財

墳
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
立
す
一
に
討
し
、
必
＃
主
お
山
市
rヰ
及
ぴ
助
「
γ
γ
1
1
る
こ
と
宏
、
き

る
つ」

厚
生
労
鮒
大
川
」
は
、
問
戸
ほ
の

M
f
t
rよ
る
指
導
又
は
功
一

P
V｝
？
に
場
行
に
お
い
ず
、
そ
の
事
業
ー
が
な
お
前
条
第
戸
ほ
の
規
’
t
r

在
反
し
て
い
る
；
認
げ
の
司
令
ζ

寺
は
、
ψ

議
事
業
王
に
刻
し
、
門
戸
川
サ
齢
者
居
間
川
砿
位
ド
沼
位
J

町
一
議
「
べ
昔
、
こ
と
や
丸
出

rJる
こ
に
か
で
き

,, 

＇~ こ
U
F
っ
ち
、
む
年
一
ゲ
乙

ι止
る
場
合
わ
年
院
が
一
ー
ハ
l
歳
を
ト
同
る
こ
と
が
て
き
な
い
一
と
h

止
め
に
一
ヘ
条
に
つ
い
て
は
、
一
｝
れ
を
強
行

同
特
定
と
併
す
る
一
と
に
異
論
は
に
い
υ

ょ
っ
歳
ー
可
作
J

制
の
l
t差
に
向
け
、

ん斥
J
C
引
（
け
に
出
同
L
j
る
1
叶山川ハ
U

作
以
を
事
毛
、
ド
エ
に
命
じ
、

ー
ら
の
変
児
約
h
F
や川町

ι
%拾
勧
告
を
打
う
柊
限
γ
」
叫
ん
関

k
臣
「
当
時
）

L

認
め
、
こ
れ
ら
の
作
成
命
令
ん
さ
一
削
台
に
従
わ
な
か
っ
丈
令
来

ヤ
、
は
、
合
月
末
乞
ご
り
公
表
J
Y
も
九
甘
さ
な
い
r

ー
ハ
ワ
必
ー
ぷ
4
制の一一
r
J

入
JVC
事
業
i

土
の
努
力
義
務
と
し
て
ん
屯
め
七
時
代
に
は
あ
っ
た
、

心
強
力
な
行
政
措

E
L
も
、
そ
の

1

長
占
有
化
と
日
仙
台
い
役
割
な
終
え
L
L
J

定
ハ
作
齢
が
六
ペ
ノ
ド
戚
J

ど
下
回
ゐ
場
九
円

一ノ、した

に
は
、
こ
れ
を
端
的
に
勾
効
と
解
釈
ず
れ
ば
よ
い
c

高
午
前
者
恒
川
安
一
心
法
の
泣
半
同
会
析
し
？
っ
は
、
そ
ス

γ7一
流
れ
を
釘
み
内
外

Fqτ
）

が
で
き
る
の
で
あ
る
r

他
方
、
高

4
齢
有
一
一
府
犠
町
山
伏
山
町
位
入
乞
講
と
る
、
一
こ
を
事
業

t
の
義
務
ノ
↓
1

）
て
規
定
？
と
｝
九
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
履
行
確
保
お
差
ピ

つ
い
に
｛
ん
は
め
た

体
の
も
の
J
L
こ
、
こ
れ
を
攻
解
ト
J

令
の
が
HNvも
友
吉
な
所
引
h
y
し
い
え
る
ラ
し
か
も
、
阪
七

。
条
と
正
1
T

と
お
h

碓
が
の
た
め
に
用
以
さ
れ
に
／
J
U
政
w
吉
田
は
、
あ
く
ま
三
J
b
同
一
バ
ム
リ
俄
十
ヘ
ロ
心
じ
主
ア

計
仙
寺
に
に
ど
ま
り
で
こ
で
は
企
業
名
の

公
去
も
予
定
さ
れ
ブ
ー
、
い
な
い
。
こ
れ
を
私
法
i
の
義
務
規
定
ζ

併
す
？
？
乙
は
、
お
よ
そ
京
司
誌
と
い
』
つ
ほ

η
な
い
の
で
丸
一
色
。

こ
U
よ
う
に
、
努
力
義
務
で
あ
る
か
ら
2
レ
っ
て
、
一
段
行
儀
似
の
f
ハ
め
の
行
以
抗
日
向
が
義
務
規
に
の
湯
ん
は
よ
り
も
劣
る
と
し
う
わ
、
「

'Piえ人法学；問、＇.3・" S1J t>iO [2山S,;I、



さ
は
必
ず
ー

γ
込
な
い
「

章
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
品
年
齢
者

ま
た
、
む
に
み
た
何
年
齢
ヌ
需
用
’
t
h
A
滝
川
一
の
↓
的
規
山
や
同
法
第

縫
い
月
確
似
山
村
ト
宣
之
～
」
干
の
川
一
L
L
げ、

椴
続
応
用
制
反
の
導
入
又
は
改
善
そ
の
仙
の
当
該
高
司
齢
者
心
人

h
r
t主
さ
の
安
｛
子
J

た
垣
市
の

確
似
を
似
る
た
め
に
必
要
な
長
距
」
人
MYp

－
－
時
と
る
、
一

の
努
力
義
務
乙
し
て
規
定
さ
れ
た
で
胤

ム
午
の
法
改
正

（
同
年
斗
月

日
法
山
下
川
市
ハ

C
5
n
同
年

円

川
施
行
J

以
降
、
そ
の
4
1
J
M
任
が
変
夜
中
み
な
い
ま
ま
現
在
に
ヘ
ム
っ
て
お
り
、
門
司
年
除
吉
原
用

碓
日
出
j
i
片
山
の
「
義
務
化
ー
は
、
こ
れ
ら
の
斗
的
規
定
等
に
不
さ
れ
た
同
t
比
心
判
治
ま
で
は
変
え
な
か
ゥ
ト
よ
／
〕
い
う
事
i

人
に
も
、
～
や
は
り

山
自
立
す
る
必
泌
が
あ
る
c

に
訟
判
制
B
d
J

-r 
c 
t1 
ノ」

尖
わ
付
ア

も
7;( ~ 

り主
力コ り

" Z工 事予
い力
引羊
νJ  才乏

で ffi
3己規
る三定

~ 

孝安i
r長
胤
メじ

り
1思
し、

ド
ぉ
、
こ
う
し
た
事
業
主
の
義
務
1
r
M
収
打
侍
保
山
町
慣
の
附
内
向
い
は
、
↓
日
午
前
者
一
軍
一
同
倍
以
措
置
の
一
義
務
化
一
が
図
ら
れ
た
似
て
比
一
ー
ハ

h
c法
改
了
l

一
日
け
一
山
沖
第
一
八
U

U

勺）

に
E
句
、
い
，
時
L

新
設
予
れ
た
次
の
よ
F

つ
な
知
む
に
も
、
こ
れ
J

ど
せ
し
く
み
る

日
h
i
六
月

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

へ
ち
た
み
に
、
ご
れ
ら
の
規
定
付
、
平
成
一
八
ι
川
月
ー
の
古
川
ん
齢
者
一
一
川
市
川
前
日
河
川
置
の

1

走
路
川
化
」
に
丸
行
し
て
、

l只

干
成
一
六
年
二
片
日
に
旅
行
さ
れ
f
H
V

川

「
求
職
活
彰
支
援
曹
の
作
成
等
）

G
 

第
十
℃
条
－
…
長
ニ
は
、
同
J

』
九
川
河
同
情
省
令
で
む
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
山
市
生
ず
に
よ
り
際
収
斗
さ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
同
年
始
者
等
が
日

希
明
一
z
q
y
き
は
、
そ
の
山
円
滑
江
山
汁
必
杭
キ
れ
に
込

fuvで
め
、
一
説
幼
年
齢
者
等
の
戦
務
の
妊
丘
、
総
菜
花
刀
そ
の
他
の
h

ー
↓
出
品
年
い
一

齢
者
与
の
内
抗
戦
に
資
す
る
事
政
（
海
↓
府
等
の
謹
斗
を
除
く
ο
）
と

L
て
以
手
労
相
叩
中
山
令
三
定
め
る
事
墳
投
び
事
主
が
講
ず
る
内
向
日

就
職
援
訪
日
出
を
山
町
ら
ひ
に
ふ
U
J

る
吉
山
へ
汲
ヘ
一
ぶ
誠
治
目
立
援
豆
、
乙
い
う
u
）
J

r

れ
成
し
、
当
該
古
川
ん
い
F
H
M
者
t
h
う
に
交
什
け
じ
な
け
い
十

札
ば
な
ら
な
い
o

人以

前
明
幻
想
む
に
よ
い
求
職
出
動
支
援
古
今
一
伶
成
し
た
！
ず
末
、
ド
工
は
、
そ
の
医
用
FJ
る
者
？
つ
ら
お
ら
ザ
就
職
一
ぷ

υ，担
当
者
心
主
E
H
1
1
し、

」と日九日午、当コム臼

フ



そ
の
者
に
、
当
z
d
ぷ
職
活
動
？
え
抜
書
ピ
基
づ
い
て
、

に
め
る
と
こ
ろ
い
L
L

わ
、
公
共
職
業
安
定
所
と
協
L
h
h
v

げて、

当
一
政
ボ
誠
治
励
文
民
訳
書
に
係
る
門
円
引
I
齢
者
等
の
再
就
職
の
捻
助
に
悶
L
J
る
菜
、
仏
を
行
わ
L

る
も
の
ぐ
す
る
。

「
指
導
、
助
言
汲
び
勧
告

第
十
七
条
の
二

川
内
ヨ
労
働
丈
日
は
、
川
条
第
一
尽
の
規
定
に
造
反

L
て
い
る
宇
業
壬
に
対
L
、
必
鋭
、
仏
指
導
及
び
坊
口
を
す
る
、
」
と

かか円、ど司、司令
n

つ

一官序列、ゲ働ム入札一
L

は
、
問
項
の
山
胤
む
に
よ
る
指
導
又
ぼ
劫

ぉ
レ
て
、
ヲ
ど
の
事
業
、
が
な
お
前
条
第
現
の
規
ど
に

追
及
し
て
い
る
と
芯
仏
り
る
と
寺
は
、
ψ

λ

六
平
楽
主
に
対
し
、
h

い
れ
恥
日
山
効
支
援
半
日

JrL「
ぃ
山
川
し
、
心
wI
認
作
恥
一
沼
市
…
支
Y品
店
主
H
r
L
M
叩
る
高
年
前

者
M
m
J
に
交
付
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
寸
る
こ
と
が
で
き
る
…

「
募
集
友
び
採
閑
L
つ
い
て
の
理
由
の
提
示
等
＼

第
十
八
条
の

事
業
王
は
、
労
的
者
の
票
集
及
び
採
用
を
す
る
場
企
に
た
い
て
、

や
じ
な
氾
け
と
い
市
川
防
に
よ
り
一
定
の
州
紛
（
l

ハ
i

η
良
川
以
卜
の
も
の
一
に
絞
る
つ
）
を
下
回
る
こ
と
な
粂
件
と
ト
ず
る
と
き
は
、
小
中
小
峨
醤
に
い
川
し
、
原
ゴ
労
働
省
令
ぐ
定
め
る
ん
↓
い
に
よ
り
、

7

一J
A淵
川
市
を
一
小
さ
な
け
れ
ば
な
、
コ
な
い
じ

つ
白

百リ
z

げ
川
山
相
何
十
八
円
い
ト
は
、
議
羽
山
以
外
心
す
る

m
…
山
川
の
促
一
か
の
p

い
明
日
以
又
は
か
一
ld到
川
の
内
容
に
問
、
υ
て
必
V

一Jが
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

事
業
ー
に
付
し
て
、
報
告
を
ぷ
め
、
え
は
助
一
J
、
指
導
νら
し
く
は
鈷
奔
キ

T
Q二
、
一
が
で
き
る

ぷ
成
抗
日
支
援
詳
の
作
成
・
交
J

れ
義
務
や
、

募住民
a

隊一いやけ
1

凡舶に

l
限
を
設
け
る
場
、
口
に
お
け
る
珂
討
の
収
｛
小
三
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
公
法
上
の
よ
高
裁
で
？
め
る
こ
ζ

、
打
丸
山
川
会
一
会

L
は
さ
わ
）
余
泊
は
は
い
U

、
円
門
九
齢
者
厄
府
経
似
体
川
市
直
に
つ
い
て
も
、

こ
’
れ
と
司
禄
に
革
、
え
る
の
？
引
最
も
け
寸
枝
一
以
解
釈
、
ぐ
い
う
へ
き
で
あ
ろ
う
n

'Piえ人法学；問、＇.3・" S6J 6i2 [2山S.;I、



2 

継
続
雇
用
制
度
導
入
義
務
と
そ
の
法
的
性
格

先
に
均
三
ふ
う
に
、
高
午
齢
斗
寸
雇
阿
川
市
安
心
法
九
条
に
規
（
止
す
る
幼
年
齢
者
辰
巳
確
保
起
監
は
、
り

の
｛
心
め
の
雌

止
を
4
7／

υ
L
か
し
、
継
続
府
用
制
な
の
守
人
が
そ
の
中
心
に
佐
量
す
る
こ
乙
は
い
う
ま
で
も
な
に
こ
こ
に
い
う

地
駅
ぷ
雇
川
市
制
度
と
は
現
に
雇
川
市
し
て
い
る
ヨ
ト
ー
が
附
清
和
γ
希
望
寸
る
と
き
は
、
当
該
有
ザ
齢
者
を
そ
の
た
う
後
も
引
き
ぷ
J

ど
一
一
別
す

る
刑
判
定
」
を
借
す
（
日
え
れ
一
法
王
勺
）
か
、
；
っ

L
に
定
義
も
同
一
t
H
一
心
斗
的
規
定
拍
子
、
こ
H
一
弘
、
平
成

一
一
刊
の
法
改
IL－
－
一
降
、
干
の
内
一

容
に
変
ー
丈
V
J
F
な
い
も
の
と
仕
っ
て
し
る

山
九
条
乞
併
せ
巻
山
町
一
h

ま
た
、
高
年
的
有
一
一
守
旧
安
定
法
が
事
業
、

し
て
出
’
止
し
て
レ
る
の
は
、
条
主
r
q
ユ
副
社
J

ば
明
ら
か
は
よ
う
に
、
あ
く
忍
で
も

そ
う
し
た
ね
続
早
川
制
収
を
導
入
す
Q
義
務
に
J
ど
ま
る
の
で
あ
コ
て
、
特
心
心
労
働
者
を
続
続
居
市
す
る
義
的
行
ま
で
事
業
に
負
わ

せ
る
も
C
で
は
な
い
つ
つ
主
円
、
一
同
訟
は
、
絞
絞
一
定
用
に
係
る
譜
求
梧
（
事
菜
、
一
下
に
封
じ
て
t
H
F
M
吋
む
ね
続
宗
用
主
求
め
る
権
利
）

v
b
w

的
者
に
認
め
た
’
も
の
で
は
決
し
ν

よ
弘
い
の
ご
あ
る
わ
一

し
こ
が
う
＼
こ
の
よ
う
と
1

義
務

の
佐
ト
恰
か
、
り
、

当
直
、
よ
り
歳
で
ん
t
h
辺
職
ず
る
、
労
働
者
が
い
な
い
企
業
に
記
い
て
も
、

du

x偽決におげる公：モLO）義ノ守

咋
延
長
年
心
情
与
す
を
講
じ
な
か
っ

に
は
継
同
町
一
一
日
制
度
主
導
入
す
る
デ
札
扮
が
あ
り
、
こ
の
義
務
に
注
以
し
に
事
業
、
は
い
づ
牛

労
働
大
い
の
指
導
や
肋
戸
、
勧
告
を
受
け
る
ャ
と
に
も
た
る
し

た
y

」
ズ
、
は
、
川
町
宇
労
俄
省
の
作
成
に
な
る
「
庁
、

i
高
司
船
討
屈
用
安
定
法
Q
リ店主

〈
高
年
齢
茜
一
一
用
情
似
弘
信
関
係
）
」
は
、
継
続

縫
い
月
制
反
に
悶

γ
る
Q
＆
A
の
胃
r叩
芝
、
、
」
心

7
4
を
明
ら
か
に

L
て
次
の
F

で
つ
に
い
う
υ

こ
こ
に
ー
へ
継
続
府
用
制
支
導
入
義
務
の

公
法
ト
の
義
務
と

L
て
の
性
信
刀
よ
く
表
れ
て
い
司
令
、
こ
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
n

Q 

rJ出
八

つ

四

月

日

以

降
ψ
i
分
の
問
、
人
心
設
に
足
す
る
労
働
者
か
い
な
い
ぬ
ム
ロ
C
J九
、
継
続
寝
用
制
伎
の
詩
人
等
」
／
｝
行
わ

な
日
れ
阿
川
芯
ら
な
レ
の
で
し
ょ
う
か

（！メ人民半、 cs＇ス今日 l自11〔2iJUS.11 



A 

改
主
高

4
船
主
一
一
明
安
定
法
に
お
い
て
は
、
事
業
、
一
ぃ
ー
に
定
年
の
引
上
げ
、

絞
殺
一
一
川
！
制
度
の
界
人
生
干
の
制
皮
迫
J

入
を
さ
務
ハ
付
け
て

い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
分
の
剤
、
八
八
り
歳
以
上
の
労
例
省
が
牛
じ
な
い
八
1

業
で
あ
っ
て
も
、
玉
川
一
八
司
凹
月
日
以
降
、
ハ

育
成

「
男
性
の
介
ι
支
給
開
始
年
齢
ピ
ム
τト）
1
1
男
女
工
一
吋
一
の
年
齢
〕

ま
で
の
定
年
の
引
よ
り
、
収
税
一
庶
民
制
定
の
写
入
生
寸
の
お

T

白
z
Y
1ず
じ
て
バ
戸
J
L
j

九
守
一
二
寸
り
ま
九
、

l
i
；

J

－

、

J
I－
－
イ
（
一
t

t

v

池
方
、
淋
統
脱
出
刑
制
皮
に
は
県
川
内
以
の
バ
リ
工
、
ン
コ
ン
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
百
ら
、
ど
の
よ
h

～
叫
ん
前
段
を
導
入
す
れ
ば
、
事
業
主
が

そ
の
義
務
す
！
ア
什
1
わ
こ
と
に
な
る
の
か
が
明
慌
で
は
な
レ
と
い
う
内
投
も
お
る
c

マ一一れベ
μ一
え
、
い
が
続
匠
刑
判
明
凶
止
の
注
入
義
務
す
八
九
法

」
一
心
主
務
で
丸
る
、
」
と
芝
山
え
亡
、
な
法
一

し
て
も
瑳
併
す
る
こ
と
に
は
、
先
に
み
た
川
体
公
一
1
2
4
M
仰
と
日
必
に
、

H
Y）
し

ド
ー
一
伝
務
の
特
定
性
（
給
判
的
い
容
で
引
先
で
き
な
い
）
と
い
斗
占
に
お
い
て
も
、
人
き
な
採
が
め
る
と
い
う
三
と
に
な
る
J

川市一肉、

Hr仏
前
者
桂
川
安
心
汚
い
｛
疋
め
る
い
ず
れ
の
高
イ
対
話
震
川
械
が
八
H
M
置
仇
1
4
じ
な
か
f

た
と
い
う
場
今
に

一
仮
に
下
旬
宇
一
て
、
川
、

お
い
亡
、
お
、
中
I
1
4
同
抗
問
中
」
講
ず
べ
き
事
業
、
［
（
り
た
絞
が
こ
の
よ
三
九
公
必
i
の
義
務
に
と
と
ま
る
以
上
、
円
ど
の
選
択
権
け
ど
労
働
者
の
測

に
移
転
ナ
る

（「え
JMM
凶
ひ
八
九
れ
と
い
勺
た
と
と
は
為
り
担
け
な
い
じ

そ
っ
、
以
介
回
世
論
一
ハ
川
一
歳
ま
で
の
心
年
託
子
ネ
ヂ
宏
司
制
り
陀

ιを
事
円
ポ
ム
に
事
F

よ
し
し
強
制
す
る
議
論
一
は
、

弔
装
工
い
肌
君
、
以
い
河
川
一

み」強
L
る
ば
か
L

り
で
な
く
、

制
度
と
し
て
の
持
続
可
能
性
を
山
七
抗
争

い
同
守
的
去
の
安
ど
方

γ7
一束
E
ー
の
緒
川
凶
年
、
か
え
っ
亡
危
、
ノ
く
す
る

開
閉
仕
立
芦
な
い
か
つ
で
あ
る
υ

県
う
に
、
高
年
総
石
原
用
確
似
指
皆
七
」
れ
を
講
ず
べ
き
事
業
、
の
義
務
一

、1ノ

z
f
l
y
－

は
、
こ
の
け
う
な
政
民
的
配
山
閥
、
」
て
必
裟
と
な
る
。
h

一
つ
い
っ
て
ふ
一
刈
速
い
と
は
あ
る
ま
い
J

ぺ
－
一
九
三
ぺ
建
設
主
附
「
山
寄
宿
介
視
程
七
条
ω

れ
て
い
る

二

Z

Y
成
一
ハ
一
主
｛
け
計
八
下
改
ム
～
刊
ポ

一
寸
げ
l
lリ
此
ハ
計
山
l

ハ
守
口
川
一

up寸
的
省
令
第

八
月
ご
一
点
η
追
加
｝
に
ふ
川
旨
の
規
定
ぺ
1
2
E
1
J

ヘ〕
V
M
M
同
省
令
第
四
五
ιJ
）
に
よ
ち
，
U
叫
山
北
準
デ
目
指
「
川
辺
引
に
六
条
幻
一

「JJ
杯一日川去、札、
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I4
数
μ
よ
れ
す
に
出
す
る
呪
パ
で
が
品
作
t

指
さ
す
れ
に
乙
き
、
ノ
て
の
情
反
主
党
用
者
は
、
%
働
者
守
也
山
数
代
表
者
ご
わ
る
、
ζ
u有

ν
く
は
過
巾

数
代
表
討
に
な
ろ
う
と
う
J

た
こ
と
又
以
内
川

l
数
代
表
苛
と
う
V

て
日
当
な
行
為
〆
一
し
た
、
と
合
川
h
問
と
し
て
不
利
誌
な
収
減
い
合
」
な
、
v

で
ー
に

し
な
け
れ
は
な
ー
い
、
合
一
と
た
め
ら
れ
た
心
J

町
、
同
帳
、
し
芸
恋
に

L
〔
も
の
あ
、
に
乙
ぃ
0
7
ら
れ
る

ぺ
O
F

川
沖
交
正
J

パ
ぃ
弔
件
三
怜
’
く
引
日
刊
川
氏
、

7

一一〆

υ

ン
i

業
1
4

刊
日
は
こ
れ
判
「
出
店
ハ
ハ
ノ
七
六
民
比
二
九
巻
f

ド
ワ
コ
一
一

ベ
ペ
、
お
よ
び
戸
木
二
リ
ン
グ
半
h
l最
一

小

判

寸

成

元

同

民

長

川

こ

を

二

言

へ

h
寸
れ
の
↓
件
い
で
あ
J

弓

一4
、
は
し
判
、
育
山
了
介
定
休
五
、
土
山
（
二
条
心
よ
、
校
内
、
次
の
一
て
一
に
規
定
L
J
L
1
0
「
コ
尖
之
、
h

、
円
子
ル
向
f
↓
人
μ
て’
t
r
る
乙
こ
ス

に
よ
り
、
ど
の
一
一
町
ず
る
労
働
者
m

J

b

円
、
ど
の

f
戚

5
＝τ同
労
働
者
が
わ
立
長
第
二
一
足
。
宇
山
千
三
？
る
こ
と
が
ふ
づ
る
場
人
μ
に
あ
っ
て
は
、

政
六
h

J

H

t

以
こ
心
現
に
お
い
て
川
い
じ
J

V

満
た
な
い
子
h
p
Aい育
F
J
J
Q

労
鈎
H
T
L
k
守
川
山
休
主
主
し
な
い
？
れ
の
に
あ
3

て
は
労
働
者
の
ド

白
何
人
主
づ
く
劫
務
山
間
力
短
絡
そ
の
他
の
斗
l
Q
h
M
倒
詐
J

引
い
一
段
乏
し
、
〔
そ
の
子
人
ν一
五
円
F
る
w

と
か
容
易
に
寸
／
U

ん
に
止
の
措
出
ヘ
以
「
二
小
J

反

及
ひ
次
朱
第
四
に
お
い
二
勤
務
ト
J

山
パ
心
短
糾
込
守
心
捨
出
」
と
い
う
）
一
を
、
乞
刀
酔
田
川
「
る
ι
d
u
N
U
の
フ
7

J

、
り
一
心
歳
わ
ー
っ
二
子
戒
に
述

－1
0
ま
、
り
↓

3
一
歪
一
円
一
六
J
J

働
粁
に
も
ご
ー
よ
h

行
児
休
業
の
制
度
に
主
－
一
づ
る
払
白
止
は
副
議
時
間
り
お
一
九
い
何
等
の
円
以
川
官
、
寸
前
じ
工
汀
れ
p
m
は
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
対
説
先
欧
各
h

h
交じ

F
る
J
の
将
司
に
つ
い
て
は
去
の
役
吃
よ
か
み
占

rJの
の
、
ツ
プ
フ
仕
バ
リ
は
司
在
も
変
わ
〆
て
い

よ
い
い
う
こ
r

」
か
で
き
る
じ

ヘ5
F
M
Y肝
心
恥
ノ
】
士
宮
刀
倒
比
第
八
校
（
「
弘
丈
半
、
γ

戎
（
）
’
つ
一
日
J
hい
の
ほ
か
下
什
降
山
L
J
1
2
間
来
信
一
山
市
川
↓
攻
ョ
ヘ
布
川
県
↑
い
問
、

九
氏
九
ぷ
）
f

パ同一
H
J
D
γ
u
J
4
2
1
1

一
日
、
な
お

e
一
法
文
か
げ
、
つ
「
J

に
け
る
拾
い
印
象
日
も
引
か
し
し
、
り

q
e
c
ω
規
定
三
ば
F一
九
州
が
付
し
に
喝
な
い
」
、
小
川
h

r

寸
前
九
準
法
制
一
定
制
心

七
り
万
一
ン

J
I
ス
ト
コ
六
六
日
主
成
七
併
に
ド
刀
｝
七
五

π以
卜
、
七
ハ
肖
む
情
民
民
件
、
J

｝
恒
一
ヘ
ロ
J
F

い
乙
、
罰
刈
mu
付
け
九

日
〉
ぺ
J

廷
か
）
に
の
で
れ
の
勺
h

ノ

一7
－

7
い
ハ
附
同
行
川
町
山
市

L

－
叩
戸
川
川
べ
集
一

h
在
百
九
一
九
百
を
円
、

ι

一o
o
v

た
｝
九
円
「
不
法
ノ
イ
為
と
十
小
hvr
古
川
ぺ
悦
汗
斗
（
り
川
町
魚
川
異
な
れ
、
山
お
ω
k
A

リ
出
口
日
的

A
U成
i
J
F
久
竹
も
ど
は
千
八
に
三
」
い
ス
－
u

か
う
、
不
当

万
的
行
為
に
法
当

Lι

－
し
て
も
が
け
山
行
為
に
な
る
も
の
て
な
い
こ
、

L

は
、
引
い
河
口
投
論
乙
1
て
は
こ
れ
示
詰
め
て
い
匂
＼
怜
川
は
ふ
訂
リ
目

的
論
の
と
お
！
二
主
一
十
宇
」
す
る
〔
ス
カ
イ
マ
ク
ム
ア
門
H
H

山
以
地
判
甘
成
九

e

六
刊
誌
九
ハ
一

γJ
山
口
）
一
「
立
た
、
こ
小
Jぃ刀

に
問
県

L
1
t
｛
け
よ
う
に
述
ベ
ス
一
古
川
例

7
1
1
R
軍
治
事
府
軍
i

！
川
河
刊

γ成
五
・
一
ハ
判
同
八
六
け
す
二
一
寸
小
も
あ
る
ー
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労
働
組
合
法
は
、
労
働
昌
弘
入
用
苔
J

の
尖
ん
貝
品
川
！
刈
生
l
h
c
Y
尚
ん
の
以
引
父
は
を
長
図
的
J

労
的
見
約
グ
締
結
を
ふ
仲
間
す
る
た
め
に
労
怖
い
苦

心
凶
伴
相
ぷ
化
の
打
出
一
問
続
権
」

L

凶
父
戸
討
の
ー
一

H
（
同
体
！
父
伊
佐
）
を
j

政
的
手
続
の
次
冗
て
保
設
す
る
て
め
に
、
て
れ
つ
の
山
市
三

凡
礼
子
ず
る
万
一
v
ヲ
々
問
わ
一
町
内
仰
の
排
除
、
上
士
一
仙
山
出
の
阿
従
事
か
と
q

る
も
の
で
れ
る

’f
た
が
三
、
、
伊
｝
問
者
に
，
Q

H
的
苦
行
［
山
川
町
ι喰
刀
民
生
日
う
あ
っ
吋
｝
乙
ー
と
L
、
不
当
山
川
的
h
為
♂
「
て
，
ん
的
安
円
司
会
匂
寸

ITJる
打
以
内
山
手

続
に
】
d

コ
ァ
、
持
除
，

M
絞
の
指
」
芭
が
／
ら
れ
る
だ
け
の
こ
一
で
あ
二
、
、
片
山
正
上
原
則
こ
し
て
取
引
の
什
片
〉
い

1
収
引
交
法
？
の
が
庁
引
き

の
山
一
川
口
を
ぷ
仏
り
ら
れ
て
i
L
V

る
一
昨
々
日
川
討
が
、
て
う
れ
ら
の
門
川
万
円
ー
に
行
訪
し
、

f

一
小
山
台
」
め
に
ぷ
JV
「
芳
品
川
行
込
と
守
価
さ
れ
に
ζ

J

て
も
、
也
ち
に

下
山
ノ
〈

qH11t「
る
も
り
で
は
八
戸
い
f

ま
と
、
使
用
者
日
比
｛
止
の
つ
J
働
粁
あ
る
い
は
け
ん
働
制
止
か
柿
悲
し
～
り
、
労
嗣
刀
。
取
引
父
博
一
一
に
一
O

C
ア
ハ
山
事
占
的
二
じ
る
こ
か
他
の
rJld

枇
租
什
を
一
丘
一
円
ん
す
る
｝
一
一
－
l
日
干
j
J
U
般
／
什
為
一
な
っ
て
も
、

f
れ
日
世
間
川
苛
の
巧
部
H
A
司
、
に
作
：
一
て

ρ
て、
j

同
一
部
川
口
に
芹
引
等
心
尽
だ
結
虫

色
ど
止
と
さ

4
K
い
限
り
、
不
快

hJA，
が
成
ム
リ
ケ
F9i
も
の
で
な
い
）

に
で
、
使
用
者
c
h
i
r
J勺
働
行
為
U
Tへ
↓
労
働
行
詰
一
E
E
r一
は
引
の
ん
さ
ん
の
見
出
ト
寸
心
以

H7へ
は
迅
リ
人
ァ
～
ょ
う

h
ぷ
愉
右
へ
い
甲
府
製
v

れ
1

介〆
E
p
b
i
山
一
利
掃
、
一
一
川
吋
梓
れ
J

人
格
権
労
部
組
合
口
町
ポ
的
刊
並
や
伝
用
ー
会
民
出
ト
与
の
が
的
利
起
を
戸
川
市
l

ア
九
時
只
令
呪
一
人
川
浩
守
口
減
少
、
組

八
一
当
日
の
名
含
の

hx指
、
相
九
ハ
費
収
入
止
す
の
減
少
。
組
ヘ
ー
の
信
店
致
指
に
よ
る
包
ム
費

ω
減
中
な
こ
の
結
忠
が
庁
じ
た
μ

ぎ
に
γ

ハ
法
行
為
日
投

υ一

寸－
4
4
nリ
ζ

解
す
又
き
で
あ
る
吋
又
記
介
へ
P

J

心
ぶ
山
「
，
ん
俄
わ
ぬ
が
外
形
上
の
も
む
に

r
k
h
、
ノ
働
長
や
ベ
勺
働
組
介
心
的
～
氷
山
内
は
し

L
＋一

政
的
夜
間
川
村
柏
ル
信
半
〕
い
ん
だ
日
勾
場
合
は
、
三
れ
の
み
で
は
必
ず
〆
も
相
互
T
I
L
M
牛、
J

一
、
｝
は
い
〉
ず
、
小
法
七
乃
は
成
V

〕
d
い
も
の
1
J

併
す
へ
き
己
去
る
一

ぺ

Q
こ

た

f
L
I、
判
円
一
己
ド
ホ
ム
u

J

ゾ
ヨ
行
為
の
紅
度
！
刀
併
用
問
μFを
ザ
市
川
ー
が
た
い
一
は
と
に
雨
に
で
み
り
、
カ
コ
、
的
状
川
吐
の
白
川
が
な
い

湯
人
科
に
に
行
為
法
問
幣
患
に
つ
い
一
、
、
へ
以
犬
J

の
』
民
主
規
則
ロ
十
円
口
刈
聞
を
恥
け
ず
～
何
一
れ
J

解
説
す
る
L

と
の
町
民
足
、
ー
し
て
い
る
の
ば
、

こ
こ
に
一
荒
川
が
之
ゐ
数
以
反
抗
支
姐
山
三
？
じ
た
一
手

ιu万
三
多
照
）
「

一川
J
V

小
川
寄
り
尚
一
て
一
中
準
比
り
改

rh－J
い
て

w
同
大
弘
一
立
一
巻
↓
同
サ
一
川
i
成
一
九
’
L
l

月
）
じ
口
以
卜
、
一
四

を
た
一
山
川
な
お
、
パ
一
此

N
qか
白
つ
八
年
三
亡
わ
れ
年
間
v

お
げ
る
同
r
R
r
t
l除
外
認
定
尋
品
川
直
心
土
買
え
帰
す
二
戸
事
山
J

い
〈
は
、
卜
み
衣
Jわ
i
h
H
r
刊…一

同一一コ〔

う
J
L
U
F
ヂ

〉

f
i

－－川
l

：
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E
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一
、
斗
）
労
r昨
日
派
遣
J
い
が
y

て
心
川
ん
条
の
↓

Mn一
取
に
お
い
て
、
口
冷
却
契
約
の
咋
ふ
み
表
校
ヘ
日
仏
川
U
朱
心
問
ま
た
は
川
口
未
心

μ
）
に
追
反

L
に
日
指
先
一
対
し
て
、
厚
ヰ
FJhd

岡
大
凶
が
ー
迂
河
い
叫
ん
約
の
日
込
み
を
一
ラ
ベ
ヲ
こ
と
と
凶
行
U

ゲ
る
こ
と
が
さ
き
る
一

ζ

に
め
る
こ
こ
も
に
、
川

長
供
出
三
現
に
お

vc
一
与
の
夕
日
ロ
z
y
f
z
i
L

け
た
与
が
に
L

初
心
に
お
れ
な
！
υη
た
ど
き
は
、

C
C
己
臼
な
公
衣
ず
↑
ハ
ご
」
乙
が
で
き
ゐ
｝
規
定
証
J

て
U
る

の
は
、

γ
一
う
し
た
限
早
何
心
？
と
い
J

＼一
d

い一
J

一ー
ιコ
、
の
場
合
に
お
し
て
も
府
斗
い
目
、
約
心
内
、
地
主
張
科
三
位
行
4
裁
判

t
強
制
す
る
（
岳
会
訪
の

E
z
千
れ
ぶ
士
1
L
、
庭
用
町
人
約
が
成

v

－

v
l
んし
La
る
ご
と
ま
で
が
り
れ
よ
り
ム
れ
ザ
い
る
片
山
口
i

で
は
な
い
ご
）
れ
を
司
め
る
し
、
一
恥
市
川
、
約
刀
締
杭
1

乙
派
涜
ー
に
事
尖
ト
義
務
マ
つ
け
る
こ

と
ャ
ル
な
り
e

採
用
の
は
店
、
一
半
広
か
ら
抗
触
す
る
に
三

T
Jる
コ

少～
J

ん
ば
、
目
立
の
あ
る
判
例
「
爪
引
い
l

ブ
ラ
て
マ
デ
J

ス
フ
〆
イ
一
パ
ス
円
一
一
一
zy件
た
以
地
判
ア
成
万
円
〈
ん
吋
パ
バ
ザ
叫
門
rd
十日

ベ
二
毛
、
次
の
上
司
7
に
い
う
ぷ
資
荷
山
市
m
l
A
は
電
用
U
Y
P
J
川
の
山
小
人
心
此
J
U
J
V
」
課
ぶ
に
は
い
る
i

も
の
の
、
乙
れ
が

J

一出L
り
に
、
豆
町
山
存
一
約
の
沖
仏
）

が
d

の
つ
に
比
と
同
じ
効
呆
ま
で
士
土
じ
さ
4

る
J
1
の
に
は
考
ス
h
一
札
ず
し
た
v
刀
、
亡
、
収
品
口
が
本
ぷ
の
亙
阿
古
衣
子
乞
一
る
こ
と
に
と
り
、
同

訟
の
尼
出
μ十九日
r
J

給
付
、
λ

れ
f
u
h
u
H
て
に
な
v

｝
、
被
f
u
に
J

且
持
い
厄
巾
契
約
り
リ
、
叫
ん
の
設
務
が
諌
山
」
（
J

れ
、
こ
れ
と
綬
汗

υ
な
い
川
崎
汁
に
、
労

拘
持
派
遣
I
h
～
定
め
る
持
管
、
助
一
三
、
是
リ
川
同
パ
口
、
公
長
な
／
一
心
括
」
E
が
加
。
？
つ
れ
る
こ
r

」
は
あ
っ
て
も
、

JVぷ
疋
州
市
川
六
約
の
申
込
ヤ
ハ
ム
人
相
J

に

ぱ

L
以
l
、
目
ド
へ
の
京
司
μ人
ギ
か
締
結
三
れ
る
」
解
す
る
こ
ζ

は
で
き
之
－
一
派
遣
法
の
解
釈
！
｝
1
d
r
k

は
、
こ
う
考
え
る
以
外
に
な
レ
で
ぁ

λ
，、
1
f
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な
お
、
川

τ件
心
地
ヨ
訴
存
判
決
妄
、
以
内
判
ド
収
二
ヘ
ノ
叫
ア
ド
ゲ
川
ん
六
六
一

U
U百
）
ば
、
氏
一
辺
法
同
一
五
三
山
川
の
一

Mm廿
は
、
派
遣

交
人
一
ロ
ィ
ケ
羽
詞
の
制
限
w

拡
散
寸
J
f
u
古
同
一
、
派
出
先
に
出
店
従
約
心
t
T
1
止
を
す
る
、
一
と
一
千
＋
此
詰
づ
け
る
乙
〉
に
よ
U
淵
判
制
限
t
d
一比仁川
J

八万

倒
荷
山
山
中
南
バ
行
わ
れ
る
こ
と
を
汚
い
い
し
、
労
働
右
派
追
ρ
山
一
次
泣
た
の
広
拡
程
司
ヘ
と
匂
行
主
せ
る
こ
と
に
れ
る
刀
ら
、
山
辺
先
が
山
去
三
へ

寸山片山川向川同
J
r

担
メ
て
な
お
川
告
に
江
川
ゴ
：
川
J
泣
か
レ
な
し
二
一
川
辺
ゲ
制
高
円
山
り
務
徒
伎
や
苦
汁
続
け
て
い
岳
山
崎
什
に
は
、
同
久
人
心
仙
川
己
円
改

び
七
表
明
～
J
り
、
一
区
松
引
所
要
約
の
川
和
結
義
務
引
サ
じ
る
こ
併
し
う
る
L
F
L
て
e

か

ωり
E
N一な
M
mヘ
む
け
J

て
い
る
ひ
、
ノ
ヒ
ス
ノ
て
あ
る

L
L
ー
も
、
喫
約
町
村
山
聞
の
ぜ
応
方
を
ム
パ
わ
完
的
条
件
以
一
日
中
手
話
出
の
交
減
、
介
告
に
よ
〆
て
沖
h
k
r
b
一戸
γ
？
、
お
ら
「
府
川
て
み
て
、
派
遣
先
に

おい

f
U長
に
茎
づ
き
い

rd
に
州
問
の
ru
丸山口
J
r
1
4
旬
、
約
の
締
結
義
務
が
生
じ
0
1
Y
一
千
一
と
は
併
き
れ
な
い
F

こ
り
と
と
は
、

h
h

義
則
に
亙
コ
ど

出
接
早
川
り
契
約
品
川
4

村
一
十
一
石
市
吟
が
認
ゐ
ら
れ
る
詩
人
も
同
様
」
勾
／
る
一
と
し
と
、
結
］
h
，の
ζ

ご
ろ
、
川
偽
乙
一
ト
遣
法
己
株
づ
く
定
河
辺
約
の
成

立
に
つ
い
L
は
、
一
」
れ
を
認
山
内
て
い
日
い

一
三
）
以

I
に
み
る
剖
l

京
の
片
的
か
、
両
年
齢
者
平
川
主
七
法
日
山
市
m
沃

じ

条

広

に

疋

め

Q
回
心
政
情
義
務
士
長
崎
判
ず
る
一
め
の
法
立
の
っ
て

主
る
こ
と

Ji弘前
T
Gこ
こ
に
よ
れ
、
同

U
九
久
へ
の
息
υ内
～
効
力
を
人
戸
疋
1

コ
る
代
表
的
行
出

ζ
l
て
、
桜
庭
山
子
ム
ハ
川
牛
齢
者
の
明
治
保
持

民
主
、
ー
っ
川
和
－
法
改
y
L
’
は
ヘ
パ
〆
問
題
、
汁
句
六
同

7J
「
ド
瓦
北
住
円
、
凶
ハ
豆

uvb有志ノ明、
c

な一山、
J

円
と
此
差
別
村
ノ
止
。

法
刊
百
戸
仁
川
い
辻
、
平
成
一
ハ
九
十
〕

f
J
戸
、
以
ト
を
併
い
じ
内

J
k
y
t〕ュ

五
一
向
何
年
訴
す
医
用
安
定
伐
の
V

成
六
年
改
疋
ヘ
同
斗
六
月
一
一

HJ一
エ
円
芹
約
二
百
日
、
一
ハ
〉
年
同
丹

H
杭
／
山
川
一
以
前
の
旧
既
定
川
内
全
わ

ー
か
ら
阿
ん
余
心
凹
ま
で
一
か
小
説
J
U
1
c

一日比
F

A

引
ば
は
、
早
川
FA

労
倒
ぢ
械
業
対
守
川
い
γ
向

A

V

山
年
始
者
貯
用
J

川
一
尽
の
推
進

J

力
的
崎
／
山
川
改
、
山
成
万
作
十
、
白
九
民
に
よ
る

五
一
な
お
、
寸
イ
行
三
円
程
齢
品
店
用
守
人

td子
山
は
、
心
心
配
羽
川
託
収
に
お
い
一
、
品
’
L
f
峠
昔
市
出
培
保
措
置
に
一
切
す
令
特
例
段
階
的
h
a

天
川
和
）
を
ほ
｛
正
ム
ベ
る
一
も
の
と
な
ハ
一
、
ト
る
が
、
成
上
』
「
i

問
ド
ザ
ご
に
以
止
市
円
高
川
省
川
口
不
信
二
〕
一
白

5
3
し
ァ
よ
ホ
定
さ
れ
、
「
両
信
鈴
ザ
白
川
ゴ

岐
川
弔
問
安
定
し
J

策
主
十
九
？
J

町
一
ヘ
同
一
仏
捺
六
弘
ん
が
一
民
拠
レ
サ
る
、
F

一
成
？
「
〕
半
円
ん
か
ら

H
b

］
斗
度

rで
が
対
争
期
間
）
が
、
一
川
ゴ
！
諒
措
首
に
つ
i
L
V

て

以
卜
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
J

し
同
訴
に
、
J

l

に
一
一
ず
る
J

つ
ま
り
、
辛
苦
ー
の
義
務
乙
は
い
♂
つ
も
り
の
、
そ
れ
は
限
り
な
く
～
…
力
支
詩
に

一ιい
も
の
こ
し
て
r

〆
シ
ご
じ
れ
て
？
プ
灯
一
げ
い
っ
て
？
）
、
人
迅
は
な
い
の
て
あ
る
〈
汁
線
一
部
守
勢
d

店、コ

事
業
主
が
行
う
べ
き
諸
条
件
の
警
悌
等
に
霞

υ
ど
指
引
と
な
る
べ
き
事
項

司
同
年
齢
者
票
用
確
保
措
置
に
関

τ。
指
針

害里i
2 
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「
？
成
大
日
定
年
t
u
L
F
q」
L
L
L
る
平
栄
γ

しげ町、

労
相
川
川
司
で

l
合
な
協
誌
を
r，
い
つ
つ
、
次
に
一
不
J

ーで一

1
）
同
年
始
者
用
対
確
山
許
置
の
%
出

向’
L

附
ヰ
付
が
、
ヮ

3
意
欲
乙
能
力
v
u
h
l
ν
E
六
わ
歳
二
、
餅
J

』
て
が
之
さ
令
UW4u
の
吠
備
を
同
一
fq
た
け
の
、
法
に
た
つ
き
、
半
J

秒、

八
年
一
月
末
ふ
一
ー
よ
れ
ハ
最
ま
L
川

、

点

ん

午

一

μハ
求
ま
で
に
六
三
歳
主
立
心
、
i

J
ナ
r
札
一

4
一
月
レ
ト
三
で
に
f

ハ
凹
坂
ー
で
の
、

f

j

J

J

l

吉
川
同
二
立
刊
月
五
ま
で
に
ハ
口
吠
立
て
力
一
〔
町
引
い
お
吉
肘
引
佐
川
市
問
白
む
し

γ
れ
か
が
請
す
る
そ
の
際
、
併
校
日
月
初
度
引
ノ

J
Y
L心
選
山
F
T
’v
、
z
u対
長
と
な
γ

匂
労
働
守
に
係
る

E
4三
定
め
る
場
ム
に
は
、
ロ
ハ
洋
的
カ
つ
客
引
L
的
、
ふ
た
ホ
士
、
九
心
情
協
定
ザ
（
よ
ほ
め
る
r

土
た
、
仏
日
ト
J
F
h
p一時～
c
s
止
、
一
一
前
な
限
り
戸
い
叫
却
に
六
五
虎
三
で
の
安
定
し
に
d

併
用
心
迫
持
が
凶
、
つ
れ
る
一
J
z
t
更
な
弘
置
を

す
ず
る
さ
J

h

労小ノる

へ
P
一
v
J
1
i

、
4nr

1

1

 

一
日
一
な
一
品
、
こ
れ
一
、
続
け
て
、

Q
＆
主
G
J
a川
り
よ
～
ー
一
、
い
う
ι

Q
2

取
税
一
E一用
川
荒
川
J

V

乞
主
人
し
て
い
な
げ
れ
ば
、
計
比
八
イ
川
一
九
日
以
浮
の
ー
ハ
に
設
定
ケ
ヤ
に
合
匂
退
続
は
証
…
涜
J

な
る
乃
で
す
か
ω

A
d
t
h
お
ん
午
前
半
行
財
店
広
疋
法
に
b
c
い
、
は
。
山
下

wy王
｝
宅
刊
の

5

一JV、
純
日
刊
足
町
山
制
止
の
一
叩
九
M
S
（
り
制
民
引
人
主
義
法
判
け
て
い
る
J
℃

の
で
あ
h
、
例
制
つ
り
ガ
問
主
心
六
ぞ
い
叫
ま
て
心
庭
用
哀
携
を
一
訳
す
も
の
て
は
た
り
ま
け
吋
／
山
〈

～r
p
J

て
、
継
流
収
凶
川
和
十
一
ん
ど
中
人

u
v
t
v
な
、
J
f

ハ
バ
ト
ム
帝
京
ノ
？
引
の
ヘ
J
4
z
一
に
お
い
て
、
ギ
γ
吠

八

4
同

日

以

品

に

定
r
L

七
辿
力
と

！
一
戸
、
ヘ
ワ
ヨ
に
よ
一
般
vx
し「一に
L

しタ

tn、
そ
れ
が
直
ゐ

2
z
効
L

K

る
4
の
ー
は
な
い
／
〕
ぢ
ス
ソ
れ
↓
子
J

が
、
治

ωへ
は
杭
紘
一
疋
店
刷
出
心
事

人
等
が
な
て
ら
れ
て
い
な
い
。
ァ
手
記
心
指
し
」
判
明
〈
口
に
辺
、
改
引
け
忘
れ
防
芹
軍
用
J女
ハ
ル
出
迂
い
比
一
一
k
h
J
一。」
q
の
で
、
公
共
誠
治

t
T
T比
三
一
小
中
じ

7LY世
を
調
企
1
1
必
主
に
出
、
一
＼
肋
門
、
指
鼻
、
料
計
三

t
－
こ
し
ル
な
リ
ま
ケ
「

Q
り
と
υ
L
v
脊
サ
が
十
こ
に
ほ
ら
れ
ご
い
る
、
と
か
ら
も
、
二
心
子
つ
以
誤
解
が
h
y
円
、
く
な
か
っ
ず
／
こ
と
が
ー
ロ
刀
る
い
円
以
ふ
川
…
引
は
出
首
旦
な

H

お
ぶ
れ
と
八
丈
J

t

d

る
が
、
こ
れ
は
津
山
町
出
対
中
前
υ
7
Q
、
」
と
う
行
於
日
付
利
引
で
は
な
い
一
と
に
よ
る
一
行
だ
、
「

τれ
か
山
ら
に
ー
一

hvd

／手
J

る
4
の
で
は
な
い
」
ユ
一
の
ま
呪
は
そ
山
、
ど
〕
だ
け
で
E
効
、
、
住
る
よ
の
で
は
な
い
」
乙
口
い
換
予
）

τ～が】
I
R
p
t
L
時
こ
い
ス
ブ
竺
ぺ

継
続
早
川
町
広
む
叫
人
は
、
そ
れ
山
一
ハ
一
体
乙
】
ご
に
は
、
定
午
践
の
止
一
医
用
等
の
川
社
刊
心
γ
U
V
引
の
芳
品
川
長
に
保
管
す
る
も
の
日
、
山
立
く
、
主
兵
土

が
出
に
が
L

K

V

関
条
竹
に
労
働
者
が
同
h

d

L

な
け
れ
お
じ
、

r店
民
約
一
円

F
店
契
約
州
市
寸
竺
の
も
の
が
4

1

v

一7
1

マ怖い
1

4

内
山
首
ヘ
士
以
内
九
達
氏
一
一
J

甘

m
A
1
齢
訂

um吋
佐
川
立
川
世
に
百
円
1
v

ヤ一、

v
r
m一
道
勾
か
｛
ツ
有
効
な
γ

へ
施
ェ
ケ
一
川
内
る
山
一
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念
乙
い
っ
～
二
ノ
一
で
も
な
い
以
い
ノ
、
行
政
が
ど
の

ν的
条
件
の
ふ
川
容
に
介
入
ず
令
ニ
｝
ち
な
け
d

と
の
一
ー
な
継
涜
F
F
凶
制
皮
1
V

導
入
す
る
b

は
、
市
主
の
隠
広
い
茨
孟
に
を
れ
う
れ
と
い
る
ー
と
い
う
ほ
か
ば
い
刀
（
、
あ
る

一円
U
P

続
税
居
川
制
比
に
院
す
る
Q
＆
主
に
も
沿
っ
か
む
パ
μ

吋
、
／
吋
汁
〆
古
ボ
き
れ
亡
v

る門小、
L

〈
礼
が
士
Jfpこ
円
い
判
正
小
、
と
ど
士
る
こ
と

は
い
う
ま

roな
J

一

長
一
ら
ん
だ
し
、
両
年
輪
昔
日
明
確
保
抗
症
を

d
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、
さ
市
業
下
心
義
務
に
は
、
私
法
的
効
ん
い
ち
認
め
つ
れ
る
と
し
と
、
こ
の
J

－
川
善
C
A
Z
A
を

平
ん
上
採
川
L
Tタ
G
y
－
－
礼
は
汁
在
寸
る
内
石
川
収
一
労
働
法
規
っ
弘
法
的
対
り
爪
年
弘
前
有
肝
用
安
’
疋
法
心
酔
釈
を

p
f
～
L

一
法
叫
九
九
八

f
f
J

（

Y
成
ハ
一
主

h
H
J
九
八
ノ
ロ
八
以
ノ
〆
一
寺
山
町
民
伝
的
に
は
、
古
4
4
附
d

列
車
尼
崎
い
い
附
惜
仰
は
門
戸
い
？
一
一
三
J

れ
な
い
場
合
に
は
、
心
な
く
と
色
都
片
山

市
引
制
広
が
軍
人
さ
れ
る
立
y
f
h
問、

J
有－
Rj一木
J山
の
疋
4
F一
L
1
り
る
定
年
制
は
引
や
一
川
町
に
糾
引
Jiv
」
な
れ
、
一
方
子
、
州
十
牛
鈴
ァ
川
王
J
L
f～h
Jぽ

い
も
の
一
）
亡
、
早
同
〆
人
杭
1
心
地
位
行
伐
4

4

人
々
求
め
る
、
一
石
J

で
き
る
一
八
有
ー
一
、
K
4
V
4

ノ
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